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新型コロナウイルス感染症に関する 

支援制度パンフレット 

（令和４年７月１日現在） 

 

 

このパンフレットは、新型コロナウイルス感染症に関する 

主な支援制度について取りまとめたものです。 

本パンフレットをご活用いただき、 

皆様の生活安定のための一助としていただければ幸いです。 
 

 

 

第 10 版の支援制度については、７月１日現在で取りまとめ

たものであり、今後、追加・変更等があったときは、随時内容

を更新してまいります。 

※いわき市ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連情

報」も併せてご覧ください。 



◇ 個人向け主な支援制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

● 生活資金に関すること

生活福祉資金制度による特例貸付（緊急小口資金貸付及び総合支援資金）・・・・・・・・・・・・ 2

更 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

更 住居確保給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

更 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（休業手当を受けられない労働者向け）・・・・ 8

更 国民健康保険制度における傷病手当金の支給制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

更 後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

生活保護制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

更 住民税非課税世帯等臨時特別給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

● 子ども・子育て世帯等に関すること

高等教育修学支援新制度による支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

福島県立高等学校の授業料の減免制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

妊婦に対する新型コロナウイルス検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

（特別）児童扶養手当給付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

母子父子寡婦福祉資金貸付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

新 子育て世帯生活支援特別給付金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

要保護・準要保護児童生徒就学援助制度による支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

更 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 27

● 減免・猶予等に関すること

更 後期高齢者医療保険料の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

新 国民健康保険税の減免制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

市税等における猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

更 介護保険料の減免制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

更 要介護認定有効期間の延長制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

県営住宅の家賃減免、徴収猶予、一時提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

市営住宅使用料の減免制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

（個人向け）



更 生活排水処理施設使用料等の支払い猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

水道料金・下水道使用料等の支払い猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

国民年金保険料の免除及び猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

転入・転居届の猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

更 障害支援区分の有効期間延長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

● 手元資金の確保に関すること

更 新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

更 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

更 新型コロナウイルス感染症関連マル経融資（小規模事業者経営改善資金）・・・・・・・・・・・・ 41

更 新型コロナウイルス対策特別資金（福島県緊急経済対策資金）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42

経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43

福島県信用保証協会における特別保証制度等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44

更 新型コロナウイルス感染症特別貸付（商工組合中央金庫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45

独立行政法人福祉医療機構における融資制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

生活衛生改善貸付新型コロナウイルス感染症関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47

伴走支援型特別保証制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

伴走支援型特別資金（福島県緊急経済対策資金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49

● 固定費の低減に関すること

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置）・・・・・・・・・・・・・・・・ 51

産業雇用安定助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

トライアル雇用助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54

更 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（労働者に有給の休暇を取得させた事業者向け） 55

市税等における猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

県税の猶予制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

国税の猶予・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57

更 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

（事業者向け）



更 障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59

● 新たな挑戦への支援に関すること

業態転換等支援金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61

更 両立支援等助成金新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース・ 62

更 両立支援等助成金（介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例））・・・・・・ 63

いわき市事業再構築促進補助金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
64

更 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金・・・・・・・・・
65

経営改善支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
66

更 新型コロナウイルス検査相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67

新型コロナワクチン接種に関する窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

新型コロナワクチン副反応に関する相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

一般相談専用ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

受診・相談センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷等被害相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

労働困りごと相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68

心の健康相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

子どもに関する相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

ダイヤルＳＯＳ、ふくしま２４時間子どもＳＯＳ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

こどもの権利相談室（子ども家庭総合支援拠点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69

子育て相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

出産・子育て総合支援窓口（おやCoCo）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

女性・家庭相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 70

女性のための相談支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

母子・父子家庭の生活相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

女性・男性のための相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

（各種相談窓口）



性暴力等被害救援協力機関“ＳＡＣＲＡふくしま”・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

ＤＶ相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

各種健康相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

消費生活無料法律相談等（予約制）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72

消費生活相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

多重債務無料法律相談会（予約制）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

人権相談（法務局）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73

外国人住民のための相談（市）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

外国人住民向け新型コロナウイルス感染症相談ホットライン・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74

外国人住民のための相談（県）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75

新型コロナウイルス感染症 多言語相談窓口（特定非営利活動法人AMDA国際医療情報センター）・ 75

介護サービスに関する問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

介護サービス事業所等向け問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

障害福祉サービス等に関する問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

障害福祉サービス事業所等向け問い合わせ窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

障がい者の相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76

遠隔手話通訳サービス（※福島県聴覚障害者協会実施）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

高齢者の相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

家庭・職場の消毒相談ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77

生活困窮者自立相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

事業資金相談ダイヤル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

中小企業労働相談所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

商工関係事業所相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

福島県信用保証協会相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 78

中小企業のためのひまわりほっとダイヤル（日本弁護士連合会）・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

農林水産業に関する相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79

建設業法に基づく工事現場への配置技術者の要件緩和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79



新 …追加になった制度

更 …内容が更新された制度



 

1 

 

対象 制度 支援内容 お問合せ ㌻

休業した方
緊急小口資金
（特例貸付）

失業した方
総合支援資金
（特例貸付）

住居費に困窮
している方

住居確保給付金 家賃を給付（世帯員数による） 各地区保健福祉ｾﾝﾀｰ
6

休業手当を受

け取っていな
い方

新型コロナウイル

ス感染症対応休業
支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業
中の賃金の支払いを受けることができなかった中小企
業の労働者に対して支援金を給付

同支援金・給付金
コールセンター
0120-221-276 8

感染した方 傷病手当金
国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者で、感染に
よる休業等で無給・減額となった方に給付

国保年金課22-7456
  （後期）22-7466

10
11

生活が困難
な方

生活保護制度
収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用
※適用には細かな規定がありますのでご相談してください

各地区保健福祉ｾﾝﾀｰ
12

高等教育修学支
援新制度

授業料・入学金の減免と給付型奨学金の支給
貸与型奨学金（無利子・有利子）

日本学生支援機構
0570-666-301 21

県立高等学校の
授業料の減免

高等学校等就学支援金制度の対象とならない生徒を対
象に授業料を減免

在籍している県立高
等学校 22

妊婦の方 コロナウイルス検査 PCR等検査料の助成
22

子育て世帯
子育て世帯生活
支援特別給付金

子育て世帯のうち、児童扶養手当を受給しているひと
り親世帯及び住民税均等割非課税世帯に、児童一人あ
たり５万円を支給 23

国保年金課
22-7466 29

国保年金課
22-7429 30

税務課・各税務事務所
31

介護保険課
22-7616 32

介護保険課
22-7475 33

市市営住宅管理ｾﾝﾀｰ
38-3245、38-3417 34

経営企画課
22-7519 35

市水道料金お客様
ｾﾝﾀｰ 22-9300 35

平年金事務所
23-5611 36

減
免
・
猶
予

支払い等が
困難な方

2

介護保険の第一号被保険者（65歳以上の方）の介護保険料の減免

生活排水処理施設使用料等の支払い猶予

水道料金、下水道使用料等の支払い猶予

後期高齢者医療保険料の減免

市税等の猶予

国民年金保険料の免除及び猶予（学生納付特例の申請も可能）

要介護認定有効期間の延長

市営住宅使用料の減免
（県営住宅の減免等については、いわき建設事務所 24-6109）

国民健康保険税の減免制度

新型コロナウイルス感染症に関する主な支援制度一覧

個人向け

生
活
資
金

市社会福祉協議会
23-3320

こども家庭課
27-8563

経済的理由
などで修学
が困難な方

子
ど
も
・
子
育
て
世
帯
等

休業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象に
貸付を行う。



 

2 

●生活資金に関すること 

生活福祉資金制度による特例貸付（緊急小口資金貸付及び総合支援資金）  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

●新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により、一時的に収入

が減少した世帯を対象に貸付を行う。 

 

緊急小口資金（主に休業された方向け） 

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等によ

り収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のた

めの貸付を必要とする世帯 

貸付上限額 20 万円以内 

据置期間 令和５年 12 月末まで 

償還期限 ２年以内 

貸付利子等 無利子・保証人不要 

 

総合支援資金（主に失業された方向け） 

対象者 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少

や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯 

貸付上限額 2 人以上世帯 月 20 万円以内 

単身世帯   月 15 万円以内 

いずれも貸付期間は、原則３か月以内 

据置期間 令和５年 12 月末まで 

償還期限 10 年以内 

貸付利子等 無利子・保証人不要 
 

対象となる方 

●緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を要

する方 

●失業等により生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を要する方 

必要書類等 

（共通） 

⑴ 身分を証明できるもの 

（運転免許証・健康保険証、マイナンバーカード等） 

⑵ 在留カード（外国籍の方の場合のみ） 

⑶ 世帯全員分の住民票（発行３か月以内） 

⑷ 印鑑（実印でなくても構いません） 

⑸ 申込者の預金通帳又はキャッシュカード 
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（緊急小口資金） 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことが確認

できる書類（収入の減少状況に関する申立書）等 

 

（総合支援資金） 

⑴ 新型コロナウイルス感染症の影響により失業、または著しく収入が

減少したことが確認できる書類（収入の減少状況に関する申立書）

等 

 

受   付 いわき市社会福祉協議会 

お問い合わせ 
いわき市社会福祉協議会 生活支援課 ２３－３３２０（代表） 

受付時間 ９時～１７時（平日のみ） 
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、社会福祉協議

会が実施する特例貸付における総合支援資金の利用限度に達した世帯

などで一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し支援金を支給します。 

 ※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯

生活支援特別給付金との併給は可能。 

○支給額（月額） 

単身世帯  ： 60,000 円 

2 人世帯  ：  80,000 円 

３人以上世帯：100,000 円 

○支給期間は最大３か月（申請受付は令和４年８月末まで） 

対象となる方 

社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了したまたは

不承認となった世帯若しくは申請できなかった世帯の世帯主等（令和 4

年 1 月からは社会福祉協議会で実施する緊急小口資金及び総合支援資

金の初回貸付が終了する世帯の世帯主等も対象）で、次の(1)、(2)、(3)、

(4)のすべてに該当する方 

(1) 収入要件 

申請日の属する月の世帯収入が、基準額＋住宅扶助基準に基づく

額以下であること。 

(2) 資産要件 

世帯の保有する預貯金の額が、基準額に６を乗じて得た額以下で

あること。（ただし、100 万円を超えない額とする。） 

 

区分 （月額）収入基準額 預貯金額 

単身世帯 11.3 万円以下 46.8 万円 

2 人世帯 15.7 万円以下 69 万円 

３人世帯 18.6 万円以下 84 万円 

４人世帯 22.1 万円以下 100 万円 

５人世帯 25.5 万円以下 100 万円 

６人世帯 29.1 万円以下 100 万円 

７人世帯 33 万円以下 100 万円 

 

(3) 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指した求職活 

動などを行うこと。 

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯の方が暴力団員ではないこと。 
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【再支給について】 

〇自立支援金の受給期間が終了し、受給期間中に求職活動を実施した

が、常用就職に至らなかった方 

コールセンター 

＜本支援金に関するお問い合わせ先＞ 

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター 

電話番号 0120-46-8030 

受付時間 ９時～17 時（平日のみ） 

必要書類等 お住まいの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。 

受   付 
お住まいの地域の地区保健福祉センター 

・受付時間 ８時３０分～17 時 15 分（平日のみ） 

お問い合わせ 

平地区保健福祉センター     ・・・・・22-1163 

小名浜地区保健福祉センター   ・・・・・54-2111 

勿来・田人地区保健福祉センター ・・・・・63-2111 

常磐・遠野地区保健福祉センター ・・・・・43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター ・・27-8690 

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター ・・32-2114 

小川・川前地区保健福祉センター  ・・・・83-1329 

その他 
＜生活や就労に向けた支援等に関する相談窓口＞ 

いわき市生活・就労支援センター  ・・・・38-6500 
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住居確保給付金 ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

離職・廃業した方、または休業等により収入が減少し、離職等と同

程度の状況にある方で、住宅を喪失している方又は喪失するおそれの

ある方を対象として家賃額を支給するとともに、いわき市生活・就労

支援センターによる生活及び就労等の相談支援を行うもの。 

支給期間は原則３ヶ月間ですが、令和２年度中に新規申請をした方

については、延長を３回まで、支給期間は最長で１２か月間まで可能

となります。 

また、住居確保給付金の支給が終了した方への再支給は解雇された

方のみが対象でしたが（最長９ヶ月）、新型コロナウイルス感染症の

影響を踏まえ特例措置として、解雇以外の離職や休業等により収入が

減少した方でも令和３年２月１日から令和４年８月 3１日までの申請

に限り再支給（３か月間のみ）が可能です。 

 ※支給方法…原則として住宅の貸主または、貸主から委託を受け

た事業者の口座へ直接振り込みます。 

〇支給家賃額（上限額） 

  単身世帯：35,000 円／２人世帯：42,000 円／ 

  ３人世帯：46,000 円／４人世帯：46,000 円／ 

  ５人世帯：46,000 円／６人世帯：49,000 円／ 

  ７人世帯：55,000 円 

対象となる方 

１ 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれ

がある方 

２ 申請日において、離職等の日から２年以内の方、または休業等に

より収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方 

３ 離職等の日において、主たる生計維持者であった方 

４ 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者

の収入の合計額（公的給付を含む。）が基準額に家賃額を合算した

金額以下である方 

 ＜収入基準額＞ （基準額＋家賃額） 

  単身世帯：7.8 万円に家賃額(上限 3.5 万円)を加算した額 

  ２人世帯：11.5 万円に家賃額(上限 4.2 万円)を加算した額 

  ３人世帯：14 万円に家賃額(上限 4.6 万円)を加算した額 

  ４人世帯：17.5 万円に家賃額(上限 4.6 万円)を加算した額 

  ５人世帯：20.9 万円に家賃額(上限 4.6 万円)を加算した額 

６人世帯：24.2 万円に家賃額(上限 4.9 万円)を加算した額 

  ７人世帯：27.5 万円に家賃額(上限 5.5 万円)を加算した額 
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５ 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居

の親族の預貯金の合計額が次の金額（ただし、100 万円を超えない

ものとする）以下である方 

 〈預貯金の額〉 

単身世帯：468,000 円／２人世帯：690,000 円／ 

  ３人世帯：840,000 円／４人以上の世帯：1,000,000 円 

  ※再々延長の場合は基準額の３倍以下（50 万円が上限）の方 

６ 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと 

７ 国の雇用施策による貸付及び市等が実施する類似の給付等を申請

者及び申請者と同一の世帯が受給していない方 

８ 申請者及び申請者と同一の世帯の方が暴力団員ではないこと 

必要書類等 お住まいの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。 

受   付 
お住まいの地域の地区保健福祉センター 

・受付時間 ８時３０分～１７時 15 分（平日のみ） 

お問い合わせ 

平地区保健福祉センター     ・・・・・22-1163 

小名浜地区保健福祉センター   ・・・・・54-2111 

勿来・田人地区保健福祉センター ・・・・・63-2111 

常磐・遠野地区保健福祉センター ・・・・・43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター ・・27-8690 

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター ・・32-2114 

小川・川前地区保健福祉センター  ・・・・83-1329 

その他 
＜生活や就職に向けた支援等に関する相談窓口＞ 

いわき市生活・就労支援センター  ・・・・38-6500 
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（休業手当を受けられない労働者向け） ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響

により、事業主の指示により休業し、休業中の賃金（休業手当）の支払

いを受けることができなかった中小企業の労働者に対して支援金を給

付。（大企業に雇用されるシフト労働者等の方も支給対象となります。） 

■ 対象期間 

    中小企業：令和３年 10 月 1 日～令和４年６月 30 日 

大 企 業：令和３年 10 月 1 日～令和４年６月 30 日 

■ 助成率 

  休業前賃金の 80％。休業実績に応じて支給 

  ※令和３年 10 月１日～令和３年１２月３１日 

⇒日額上限９,９00 円 

※令和４年１月１日～令和４年６月 30 日 

⇒日額上限８,２６５円 

対象となる方 

休業中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなかった中小企

業の労働者（大企業に雇用されるシフト労働者等※の方も支給対象） 

※労働契約上、労働日が明確でない方（シフト制、日々雇用、登録型派

遣） 

必要書類等 

支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記までお問合せください。 

申請様式は厚生労働省のホームページからダウンロードも可能です。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」と検索して下さ

い。 

受   付 

 申請期限 

① 中小企業 

ア 令和４年 6 月 30 日（木）（令和３年 10 月～令和４年 3 月に 

休業） 

イ 令和４年 9 月３０日（金）（令和４年 4 月～6 月に休業） 

② 大企業 

ア 令和４年 6 月 30 日（木）（令和３年 10 月～令和４年 3 月に 

休業） 

イ 令和４年 9 月 30 日（金）（令和４年 4 月～6 月に休業） 

２ 宛先 

・郵送の場合（必着） 

〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担

当行 

・オンライン申請の場合 
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 厚生労働省ＨＰ特設サイト中の申請ページからアクセス 

  ※「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」等で検索

ください。 

お問い合わせ 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 

0120-221-276 

月～金 8 時 30 分～20 時 00 分 

土日祝 8 時 30 分～17 時 15 分 
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国民健康保険制度における傷病手当金の支給制度 ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

いわき市国民健康保険の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症

に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給します。 

１ 対象要件 

次のすべての要件に該当するいわき市国民健康保険の被保険者 

⑴ 被用者である（給与等の支払いを受けている）方 

⑵ 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状 

があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服する 

ことができなくなったこと 

⑶ ⑵により連続する３日間を含み４日目以降も労務に服する 

ことができない期間がある 

⑷ 労務に服することができない日においての給与の支払いが 

ない（無給）、又は給与が一部減額されていること 

２ 支給の対象となる日数 

   労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過 

した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定し 

ていた日数 

３ 支給額 

１日当たりの支給額（直近の継続した３か月間の給与収入の 

合計額÷就労日数）×3 分の 2×支給対象日数 

※１ 給与の支払いを受けていても、給与の日額が傷病手当 

金の日額より少ない場合、その差額が支給されます。 

※２ 支給額には上限があります。 

４ 支給対象期間 

令和２年１月１日から令和４年９月 30 日まで（入院が継続する場

合等は最長１年６か月まで） 

対象となる方 
上記１の対象要件のすべてに該当するいわき市国民健康保険の被保

険者 

必要書類等 連絡をいただいた方に申請書等を送付します。 

受   付 必ず申請する前に下記まで電話でお問い合わせください。 

お問い合わせ 国保年金課調査給付係 22-7456（直通） 
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後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給制度 ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

福島県後期高齢者医療の被保険者のうち新型コロナウイルス感染症

に感染した被用者等に対し、傷病手当金を支給します。 

１ 対象要件 

次のすべての要件に該当する福島県後期高齢者医療被保険者 

⑴ 被用者である（給与等の支払いを受けている）方 

⑵ 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状 

があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服す 

ることができなくなったこと 

⑶ ⑵により連続する３日間を含み４日目以降も労務に服する 

ことができない期間がある 

⑷ 労務に服することができない日においての給与の支払いが 

ない（無給）、又は給与が一部減額されていること 

２ 支給の対象となる日数 

   労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過 

した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定し 

ていた日数 

３ 支給額 

１日当たりの支給額（直近の継続した３か月間の給与収入の 

合計額÷就労日数）×3 分の 2×支給対象日数 

※１ 給与の支払いを受けていても、給与の日額が傷病手当 

金の日額より少ない場合、その差額が支給されます。 

※２ 支給額には上限があります。 

４ 支給対象期間 

令和２年１月１日から令和４年 9 月 30 日まで（入院が継続する場

合等は最長１年６か月まで） 

対象となる方 
上記１の対象要件のすべてに該当する福島県後期高齢者医療被保険

者 

必要書類等 連絡をいただいた方に申請書等を送付します。 

受   付 必ず申請する前に下記まで電話でお問い合わせください。 

お問い合わせ 国保年金課高齢者医療係 22-7466（直通） 
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生活保護制度  

支援の種類 給付 

支援の内容 

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて

必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するととも

に、自立を助長することを目的としております。 

 

〇支給される保護費 

 国が定める最低生活費と世帯の収入を比較して収入が最低生活費に

満たない場合に保護が適用されます。 

最 低 生 活 費 

年金・各種手当・就労等の収入 支給される保護費 

 

〇保護の種類と内容 

・生活扶助・・・日常生活に必要な費用（食費・被服費など） 

・住宅扶助・・・家賃・地代 

・教育扶助・・・義務教育を受けるための費用（学用品費など） 

・医療扶助・・・医療費 

・介護扶助・・・介護サービス費 

・出産扶助・・・出産費 

・生業扶助・・・就労に必要な技能習得費等（高等学校就学費） 

・葬祭扶助・・・葬祭費 

 

〇手続きの流れ 

・お住まいの地域の地区保健福祉センターに相談ください。 

・保護の申請を行った場合、地区保健福祉センターが訪問調査、資産調

査等を行い、保護の要否や支給する保護費の決定を行います。 

※申請から原則 14 日以内に生活保護を受けられるか判断します。 

 

〇生活保護の受給開始後 

・ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによ

る生活に関する指導に従っていただく必要があります。 

・収入があった場合には必ず申告していただく必要があります。 

・働く能力がある方には、就労支援を受けるなどして求職活動を行って

いただき、就労していただきます。 

・生活費のほか、家賃についても基準額の範囲内で支給されます。 

・必要な医療、介護についても給付対象となります。 

・家計の相談支援、子供の学習・生活支援、就労支援などの支援を受け

ることもできます。 
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対象となる方 

〇さまざまな理由から生活が苦しくなり、資産、能力等を活用しても、

なお生活できない方が対象となります。 

（具体例） 

・不動産や預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。 

・病気や失業等で就労できない、又は就労していても必要な生活費が得

られない。 

・年金・手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費が得られな

い。 

・扶養義務者からの扶養・援助が得られない。 

（扶養義務者に対しては、実地や書面で調査を行います。） 

必要書類等 
生活保護の相談・申請をするにあたっては、世帯の収入・資産が分かる

資料（記帳した通帳、給与明細書、年金通知書等）を持参願います。 

受   付 

お住まいの地域の地区保健福祉センター 

・受付時間 ８時３０分～１７時 15 分（平日のみ） 

※生活保護を受けられるかの判断は、細かな規定がありますので、詳し

くは、地区保健福祉センターにご相談ください。 

お問い合わせ 

平地区保健福祉センター     ・・・・・22-1197 

小名浜地区保健福祉センター   ・・・・・54-2111 

勿来・田人地区保健福祉センター ・・・・・63-2111 

常磐・遠野地区保健福祉センター ・・・・・43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター ・・27-8693 

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター ・・32-2114 

小川・川前地区保健福祉センター  ・・・・83-1329 
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住民税非課税世帯等臨時特別給付金 ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直

面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和３年

度分又は令和４年度の住民税非課税世帯等に対し臨時特別給付金を支

給します。 

【支給額】対象世帯１世帯あたり１０万円（１回のみ） 

対象となる方 

①住民税非課税世帯 

・令和３年度の住民税が非課税となる世帯 

令和３年１２月１０日（基準日）において、いわき市に住民票があり

住民票上の世帯全員の令和３年度分住民税均等割が非課税である世帯 

・令和４年度の住民税が非課税となる世帯 

令和３年１２月１０日において、いずれかの市区町村に住民登録され、

令和４年６月１日（基準日）において、いわき市に住民票があり住民票

上の世帯全員の令和４年度分住民税均等割が非課税である世帯 

②家計急変世帯 

 ①以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和

４年 1 月以降に家計が急変し、住民票上の世帯全員が令和４年度分の住

民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯 

※①，②ともに住民票上の世帯全員が、住民税が課税されている他の

親族等の地方税法上の扶養控除の対象となっている場合は支給対象

外 

必要書類等 

【住民税非課税世帯】 

・市から送付される「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給

要件確認書（様式第 1 号）」（以下「確認書」と言う。）に必要事項を記

入し、同封の返信用封筒により返信。 

 ※原則、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため郵送による手続

きをお願いします。 

【世帯の課税状況が不明の世帯】 

①令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯への給付 

 令和３年１月２日以降に本市に転入された方のいる世帯や令和３年

度市民税が未申告である方のいる世帯など本市で令和３年度の課税情

報が把握できない方のいる世帯に対しては、確認書を送付しておりませ

んので、対象になる可能性のある方は、令和３年１月１日時点でお住ま

いの市区町村が発行する「令和３年度住民税非課税証明書」の写しを世

帯全員分添え、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（申

請を必要とする世帯の場合）（様式第２号の１）」により相談・申請窓口

で申請願います。 
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（その他手続きに必要な書類） 

・申請者本人確認書類のコピー 

・受取口座を確認できる書類のコピー（通帳、キャッシュカード等、受

取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの） 

②令和４年度分の住民税均等割が非課税である世帯への給付 

令和３年12月11日以降に本市に転入された方のいる世帯や令和４

年度市民税が未申告である方のいる世帯など本市で令和４年度の課税

情報が把握できない方のいる世帯に対しては確認書を送付しておりま

せんので、対象になる可能性のある方は、令和４年１月１日時点でお住

まいの市区町村が発行する「令和４年度住民税非課税証明書」の写しを

世帯全員分添え、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書

（申請を必要とする世帯の場合）（様式第２号の２）」により相談・申請

窓口で申請願います。 

（その他手続きに必要な書類） 

・申請者本人確認書類のコピー 

・受取口座を確認できる書類のコピー（通帳、キャッシュカード等、受

取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの） 

【家計急変世帯】 

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家計急変世帯分）申請

書（様式第３号） 

・申請者本人確認書類のコピー 

・申請者の世帯の状況を確認できる書類（住民票等）のコピー 

・受取口座を確認できる書類のコピー（通帳、キャッシュカード等、受

取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるもの） 

・簡易な収入（所得）見込額の申立書（様式第４号） 

・「簡易な収入（所得）見込額の申立書」に記載した、令和４年中の収入

の見込額または任意の１か月の収入の状況を確認できる書類のコピー

等をご用意のうえ、相談・申請窓口で申請願います。 

詳しくは、下記のコールセンターへお問い合わせください。 

いわき市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 

電話 0120-100-944 

時間 午前９時から午後５時（土日、祝日を除く） 
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受   付 

【申請方法】 

①住民税非課税世帯 

・令和３年度確認書送付世帯 

 令和４年１月２１日以降、対象となる可能性のある世帯の世帯主に対

し「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金要件確認書」（以下「確

認書」という。）を送付しております。お手元に確認書がある場合は、必

要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒により返信願います。 

・令和４年度確認書送付世帯 

令和４年６月 16 日以降、対象となる可能性のある世帯の世帯主に対

し「確認書」を順次郵送します。必要事項を記入のうえ、同封の返信用

封筒により返信願います。 

・世帯の課税状況が不明で申請が必要な世帯 

申請・相談窓口へ申請してください。 

②家計急変世帯 

 申請・相談窓口へ申請してください。 

【申請・相談窓口】 

・常設窓口（平日９時～１７時） 

地 区 会 場 

平 市役所本庁舎 2 階 

小名浜 小名浜支所 ２階 第一会議室 

勿来 勿来支所 ３階 健康相談室 

常磐 常磐支所 ２階 小会議室 

内郷 内郷支所 ２階 第一会議室 

 

・臨時窓口（開催日指定１０時～１６時） 

地 区 会 場（開催日指定） 

四倉 四倉支所（第２・第４水曜日開催） 

遠野 遠野支所（第１・第３火曜日開催） 

小川 小川公民館（第１・第３月曜日開催） 

好間 好間公民館（第１・第３金曜日開催） 

三和 三和支所（第１・第３水曜日開催） 

田人 田人支所（第１・第３木曜日開催） 

川前 川前支所（第２・第４木曜日開催） 

久之浜・大久 久之浜・大久支所（第２・第４火曜日開催） 

※ 月 2 回の窓口設置のほか、コールセンターに予約の上、窓口設置日

以外の日に上記支所・公民館に出張相談も可。 

③申請期限 

 ①、②ともに令和４年９月 30 日（金） 
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お問い合わせ 

いわき市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター 

 0120-100-944（平日９時～１７時） 

内閣府コールセンター 

 0120-526-1245（土日祝含、９時～２０時） 

その他 
【支給予定日】 

 確認書等受理後、審査の上順次指定口座に振込 
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原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業給付金  

支援の種類 給付 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格の高騰に

よる生活困窮世帯への影響を緩和するため、生活に困窮している世帯に

暖房用灯油の購入費等の支援を行うため臨時的な措置として、令和３年

度分住民税非課税世帯のうち、次の世帯を対象に支給します。 

【支給額】対象世帯１世帯あたり５千円 

対象となる方 

基準日（令和 3 年 12 月 10 日）において、いわき市に住民票があ

り、住民票上の世帯全員の令和 3 年度分住民税均等割が非課税である世

帯のうち、次の⑴～⑶に該当する世帯。 

 

⑴高齢者世帯 

基準日において世帯員全員が 65 歳以上である世帯 

 

⑵障がい者世帯（世帯主、世帯員に障がい者がいる世帯） 

基準日において世帯主若しくは世帯員に次の①～④までに掲げる

要件のいずれかを満たす者がいる世帯 

①身体障害者手帳の交付を受けている者 

②知的障害者更生相談所等において、知的障害者と判定された者（療

育手帳の交付を受けている者を含む） 

③精神保健福祉手帳の交付を受けている者 

④①～③に準ずる障がい者として市長が認める者（次のとおり）。 

  ・特別児童扶養手当を受給している者が監護、養育する者 

  ・障害基礎年金、又は障害厚生年金を支給されている者 

  ・介護保険法の要介護 4 又は 5 の要介護認定を受けている者 

  ・指定難病医療費受給者証の交付を受けている者 

 

⑶ひとり親世帯 

基準日において児童（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日ま

での間にある者。以下同じ。）を監護している配偶者のない父親又は母

親とその児童のみの世帯 

 

※注意事項 ⑴～⑶共通 

・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等により地方税法上で

扶養控除の対象とされている場合は対象外です。 

・世帯全員が生活保護を受給している世帯は対象外です。 

・該当するかどうか分からない場合は、コールセンターに電話でご確

認ください。 
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必要書類等 

⑴確認書について 

対象となる可能性が高い世帯については、あらかじめ「住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に「原油高騰対応生活

困窮世帯緊急補助事業給付金」申請を併記し郵送します。 

受け取りを希望される場合は、送付した確認書のチェック欄（□）に

レを記入した上で、同封の返信用封筒にて返信してください。 

※市の課税情報等から「該当になる可能性が高いと思われる世帯」に

上記の確認書を郵送していますが、ご家庭の状況によっては対象と

ならない場合がありますので、ご了承ください。  

 

⑵申請が必要な世帯について 

上記の確認書の送付を受けた世帯以外で、給付対象者に該当する世帯

の場合は、申請が必要になります。 

次の提出書類をご用意のうえ「相談・申請窓口」へご持参ください。 

なお、審査のため、下記提出書類以外の関係書類の提出を求める場合

がありますので事前にご承知願います。 

 

【提出書類】 

① 原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業給付金申請書（申請を必要

とする世帯用） 

② 申請者本人確認書類のコピー 

③ 受取口座を確認できる書類のコピー（通帳やキャッシュカードな

ど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分

が必要です。） 

④ 現住所と令和 3 年 1 月 1 日時点の住所が異なる方全員分の、令和

3 年 1 月 1 日時点でお住いの市区町村が発行する「令和 3 年度住民

税非課税証明書」のコピー 

⑤ 障がいを証明する書類のコピー(障がいを事由とする場合のみ添付) 

（例：身体障害者手帳、知的障害者更生相談所等において知的障害者

と判定されたことが分かる資料、療育手帳、精神保健福祉手帳、

特別児童扶養手当証書、要介護４又は５の介護保険証、障がい

を支給事由とする国民年金・厚生年金保険年金証書、指定難病

医療費受給者証） 
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受   付 

【申請方法】 

⑴確認書について 

 令和 4 年１月２１日（金）より、対象となる可能性が高い世帯につい

ては、あらかじめ「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要

件確認書」に「原油高騰対応生活困窮世帯緊急補助事業給付金」申請を

併記し順次郵送します。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒によ

り返信。 

 

⑵申請が必要な世帯について 

 市内１３地区に設置する「市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給

付金（家計急変世帯）申請・相談窓口」にて併せて対応します。 

【申請・相談窓口】 

①窓口設置（平日のみ） 

・受付時間 ９時～１７時 

地 区 会 場 

平 市役所本庁舎 2 階 

小名浜 小名浜支所 ２階 第一会議室 

勿来 勿来支所 ３階 健康相談室 

常磐 常磐支所 ２階 小会議室 

内郷 内郷支所 ２階 第一会議室 

②窓口設置（月 2 回） 

・受付時間 １０時～１６時 

地 区 会 場（開催曜日） 

四倉 四倉支所（第２・第４水曜日開催） 

遠野 遠野支所（第１・第３火曜日開催） 

小川 小川公民館（第１・第３月曜日開催） 

好間 好間公民館（第１・第３金曜日開催） 

三和 三和支所（第１・第３水曜日開催） 

田人 田人支所（第１・第３木曜日開催） 

川前 川前支所（第２・第４木曜日開催） 

久之浜・大久 久之浜・大久支所（第２・第４火曜日開催） 

※ 月 2 回の窓口設置のほか、コールセンターに予約の上、窓口設置日

以外の日に上記支所・公民館に出張相談も可。 

お問い合わせ 
「いわき市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンタ

ー」にて併せて対応します。0120-100-944（平日９時～１７時） 

その他 
【支給予定日】 

 確認書等受理後、審査の上順次指定口座に振込 
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●子ども・子育て世帯等に関すること 

 

高等教育修学支援新制度による支援  

支援の種類 減免 

支援の内容 

・授業料・入学金の減免＋給付型奨学金の支給 

・貸与型奨学金（無利子・有利子） 

 

※詳しい支援内容や手続きなどは「お問い合わせ」先へお願いします。 

対象となる方 

新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて、下記の事由のいずれ

かにより家計が急変した学生がいる世帯へ支援を行います。 

・生計維持者の一方（又は両方）が死亡 

・生計維持者の一方（又は両方）が事故又は病気により、半年以上、

就労が困難 

・生計維持者の一方（又は両方）が失職（非自発的失業の場合に限る） 

・生計維持者の一方（又は両方）が生死不明、行方不明、就労困難な

ど世帯収入が大きく減少 

・自分のアルバイトなどの収入が減少したため、新たに支援を受けた

い。 

お問い合わせ 

【奨学金】日本学生支援機構奨学金相談センター  

０５７０－６６６－３０１ 

【授業料・入学金】公立大学法人福島県立医科大学教育研修支援課 

０２４－５４７－１１１１（代） 

【授業料・入学金】公立大学法人会津大学学生課 

０２４２－３７－２５１５ 

会津大学短期大学部学生係 

０２４２－３７－２３０１ 
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福島県立高等学校の授業料の減免制度 

支援の種類 減免 

支援の内容 

 修学意欲のある生徒が経済的理由により教育の機会が失われないよ

うに、次の要件に該当する場合、県立高校の授業料を免除します。 

※原則として「高等学校等就学支援金制度」が適用されますので、授業

料の免除については、「高等学校等就学支援金制度」の対象とならない

生徒のみが申請対象です。家計の急変などにより授業料の納入が困難に

なった場合は、減免制度の対象となることがあります。 

 

(1)保護者が生活保護を受けている場合（専攻科に在学する者以外） 

(2)保護者が天災、火災、その他の災害により著しく損害を受けた場合 

(3)保護者の失職、転職により家計が急変した場合 

 

免除額：授業料額と同額 

対象となる方 
⑴～⑶の要件のいずれかに該当し、かつ授業料の納入が困難であると

認められる生徒 

お問い合わせ 
生徒の在籍している県立高等学校 

福島県教育庁財務課 ０２４－５２１－７７５４ 

 

妊婦に対する新型コロナウイルス検査 

支援の種類 助成 

支援の内容 

強い不安を抱える妊婦、または基礎疾患を持つ妊婦に対し、PCR 等

検査料の助成を行う。 

 ・妊婦 1 人につき 1 回、上限 20,000 円 

対象となる方 
 分娩予定日のおおむね 2 週間以内に PCR 等検査を希望する妊婦 

 （発熱等の感染を疑う症状がない方） 

受   付 
検査を希望する場合は、かかりつけ産婦人科医療機関へご相談くださ

い。 

お問い合わせ 
こども家庭課 母子保健係 ２７－８５９７ 

（平日 8 時 30 分から 17 時） 
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（特別）児童扶養手当給付事業 

支援の種類 給付 

支援の内容 

特別児童扶養手当及び児童扶養手当を受給するにあたり、必要となる

届出を、感染者等との接触の機会を減らす等の理由から、外出を控えた

ことにより遅れて提出した場合、「やむを得ない理由」該当するものと

取り扱い、弾力的な対応を行います。 

対象となる方 特別児童扶養手当及び児童扶養手当の受給者 

お問い合わせ こども家庭課 27-8563 

 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や

学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、保護者の就業環境が変

化し、一時的に就労収入が減少し、日常生活に支障をきたす場合におい

ては、母子父子寡婦福祉資金貸付金における、生活資金（生活安定貸付

期間及び失業貸付期間に係る貸付）の活用が可能です。 

・貸付限度額 月額 105,000 円 

・貸付利子  無利子 

対象となる方 

●母子（父子）福祉資金 

・20 歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子（男子） 

・20 歳未満の父母のいない児童 

・配偶者のいない女子（男子）が扶養している児童 

●寡婦福祉資金 

・母子家庭で子どもが成人した母親など 

必要書類等 
印鑑、預金通帳など 

詳しくは下記までお問い合わせください。 

受   付 

●申請受付 

住所地の地区保健福祉センター福祉介護係（または福祉係） 

 

●生活や貸付のご相談は母子・父子自立支援員へ 

・小名浜、勿来、常磐、遠野、田人地区 

相談先：小名浜地区保健福祉センター 54-2111 

・上記以外の地区 

相談先：内郷・好間・三和地区保健福祉センター 27-8691  

※ 母子・父子自立支援員が都合により不在の場合がありますので、ご

了承ください。 

お問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 27-8563 



 

24 

子育て世帯生活支援特別給付金 ※新規 

支援の種類 給付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症による影響の長期化及び、物価の高騰によ

り影響を受けている子育て世帯を支援する国の取組みの一つとして、子

育て世帯のうち、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯及び、住民

税均等割非課税世帯等に対し、支援金を支給します。 

【支給額】 

児童 1 人あたり５万円 

対象となる方 

⑴ひとり親世帯 

①令和４年４月分の児童扶養手当が支給される方 

②公的年金等を受給しており、令和４年４月分の児童扶養手当の支給

が全額停止される方 

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し 、収入が

児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 

 

⑵その他世帯 

① 令和４年４月分から令和５年３月分のいずれかの月の児童手当又

は特別児童扶養手当が支給される方で、令和４年度の市県民税均等割

が非課税の方 

② 基準日（令和４年３月 31 日）時点で 18 歳未満の児童（障害児は

20 歳未満）※を養育する方で、令和４年度の市県民税均等割が非課

税の方 

③ ②と同じ年齢の児童を養育する方で、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けて令和４年１月以降の家計が急変し、収入が令和４年度

市県民税均等割非課税の方と同じ水準となっている方 

※対象児童には令和４年４月以降令和５年２月末までに出生する児童

を含みます。 

 

必要書類等 
具体的な申請書類等については、市公式ホームページ等でお知らせし

ます。 

受   付 

⇒申請不要（プッシュ型） 

１ 児童扶養手当受給者の方（上記２⑴①の方） 

（支給日）令和４年６月 27 日(月) 

２ 児童手当等受給者のうち非課税の方（上記２⑵①の方） 

（支給日）令和４年７月 19 日(火)以降順次支給 

⇒申請必要（プッシュ型支給以外の方） 

申請書受理後に順次支給 
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※具体的な申請方法や申請期間については、市公式ホームページ等

でお知らせします。 

 

お問い合わせ 

こども家庭課 

27-8563（平日８時３０分～１７時） 

厚生労働省コールセンター 

0120-400-903（9 時～１８時（土日祝を除く）） 
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要保護・準要保護児童生徒就学援助制度による支援  

支援の種類 給付 

支援の内容 

学用品費や給食費などの就学に必要な経費の支給（下記は主な対象経

費） 

⑴ 学用品費 

・小学校：１年生 1,100 円／月  ２～６年生 1,280 円／月 

・中学校：１年生 2,070 円／月  ２～３年生 2,270 円／月 

⑵ 学校給食費  実費（給食費としてかかった金額） 

⑶ 修学旅行費  実費（修学旅行費としてかかった金額（上限あり） 

  ※支給認定となった時点で修学旅行が実施されていない場合に限る。 

 

※詳しい支援内容や手続きなどは「お問い合わせ」先へお願いしま 

す。 

対象となる方 

次のいずれにも該当する方 

⑴  本市に住所を有し、公立の小学校若しくは中学校に在学する児童生 

徒の保護者 

⑵  要保護者（※１）又は準要保護者（※２） 

  ※１：生活保護を受けている方（修学旅行費のみ対象） 

  ※２：要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める

方 

必要書類等 

⑴  申請書 

⑵  世帯全員（※３）の令和３年分の所得金額が確認できる書類（市民 

税・県民税所得額課税額証明書（※４）、源泉徴収票の写し（年末調整

されている 

もの）等） 

※３：同居されている方は全員。学生または 18 歳以下の者は除く。 

※４：令和４年６月より前に申請する場合は「令和３年度」、令和４年 

７月以降に申請する場合は「令和４年度」のもの。 

 

 認定審査は提出していただいた書類により、世帯の所得状況を踏まえ

て行いますが、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が急変

した場合は、急変の状況を踏まえて審査を行いますので、「お問い合わ

せ」先にご相談ください。 

受   付 お子さんがお通いの小・中学校 

お問い合わせ 
いわき市教育委員会事務局学校教育課（２２-１１２３） 

又は、お子さんがお通いの小・中学校 
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（委託を受けて個人で仕事をする方向

け） ※更新 

支援の種類 給付 

支援の内容 

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した

仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。 

 

■ 支給対象 ⑴～⑷のいずれにも該当する方 

 ⑴ 保護者であること 

 ⑵ ①又は②の子どもの世話を行うこと 

  ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライ

ン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども 

  ② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む

必要がある（※）子ども 

   ※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなく

てもよいと認めた場合をいいます。 

 ⑶ 小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結し

ていること 

 ⑷ 小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業

務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくな

ったこと 

 

■ 支給内容 

 令和４年１月 1 日から令和４年６月 30 日までの間において、仕事

ができなかった日について、1 日当たり以下の金額を支給 

仕事ができなくなった期間 金額（１日当たり定額）※ 

令和４年 １月１日～３月 31 日 令和４年１～２月：5,500 円 

令和４年  ３月：4,500 円 

令和４年 ４月１日～ ６月30日 4,500 円 

 

※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重

点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府県単位）に住所を

有する方は 7,500 円（定額） 

対象となる方 
上記により、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくな

った個人で仕事をする保護者 

必要書類等 
 支給要件や具体的な手続きなどは、厚生労働省ホームページを御確認

ください。 
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受   付 

 

仕事ができなくなった期間 申請期限 

令和４年 １月１日～ ３月 31 日 令和４年 ５月 31日（火）必着 

令和４年 ４月１日～ ６月 30 日 令和４年 ８月 31日（水）必着 

お問い合わせ 

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支

援金コールセンター』 

0120-60-3999 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む 
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●減免・猶予等に関すること 

  

後期高齢者医療保険料の減免 ※更新 

支援の種類 減免 

支援の内容 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による

令和４年度後期高齢者医療保険料の減免 

対象となる方 

次の⑴、⑵いずれかに該当する後期高齢者医療被保険者 

⑴ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維

持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 

⑵ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の令和４年の 

事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次 

のア～ウに該当する方 

  ア 上記収入のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補て

んされるべき金額を差し引いた額）が前年の当該収入の額の   

３/10 以上であること 

  イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下で

あること 

 ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年

の所得の合計額が 400 万円以下であること 

詳しくは下記までお問い合わせください。 

必要書類等 

１ 申請書等（本庁窓口に備え付け、または市ホームページに掲載） 

２ 死亡、重篤な傷病の場合は、それを証する書類 

３ 収入減少の場合は収入がわかる確定申告書の写しや源泉徴収票な

ど、及び給与明細や帳簿など収入の減少がわかるものの写し 

詳しくは下記までお問い合わせください。 

受   付 

令和４年８月１7 日（水）から令和５年３月３１日（金）まで 

感染拡大防止の観点から、原則郵送とします。 

（ただし、窓口にお越しいただいた場合でも受付いたします） 

お問い合わせ 
国保年金課 高齢者医療係 ２２-７４６６ 

【受付時間：８時３０分～１７時（平日のみ）】 
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国民健康保険税の減免制度 ※新規 

支援の種類 減免 

支援の内容 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等によ

る令和４年度国民健康保険税の減免 

対象となる方 

次の⑴、⑵いずれかに該当する納税義務者等又は納税義務者の属す

る世帯の主たる生計維持者 

⑴ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維

持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 

⑵ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の令和４年の 

事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減収が見込まれ、次 

のア～ウに該当する世帯 

ア 上記収入のいずれかの減収額（保険金、損害賠償等により補て

んされるべき金額を差し引いた額）が前年の当該収入の額の

3/10 以上であること 

イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下で

あること 

ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の

所得の合計額が 400 万円以下であること 

※詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。 

必要書類等 

１ 申請書等（本庁窓口に備え付け、または市ホームページに掲載） 

２ 納税通知書 

３ 収入減少の場合は収入が最も減少した月と申請する前の月の帳簿

や明細書、補てん金がわかる書類 

４ 死亡、重篤な傷病の場合は、それを証する書類 

５ 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分証明書 

受   付 
令和４年７月１９日（火）から令和５年３月 31 日（金）まで 

感染拡大防止の観点から、原則郵送とします。 

お問い合わせ 
国保年金課 国保税係 22-7429 

【受付時間：８時３０分～１７時（平日のみ）】 
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市税等における猶予制度 

支援の種類 猶予 

支援の内容 

市税等を一時に納付することができない場合、要件に該当するとき

は、申請することにより、原則として 1 年以内の期間に限り、徴収の猶

予が認められる場合があります。 

徴収の猶予を受けようとする金額、期間により担保の提供が必要とな

ります。 

徴収猶予期間中の延滞金は、その 2 分の１に相当する金額又は全部が

免除の対象となります。 

 また、申請することで、滞納処分による財産の換価を猶予することが

認められる場合があります。 

対象となる方 

次のいずれかに該当する場合 

① 納税者又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 

② 納税者の方が営む事業について、やむを得ず廃止又は休止した 

場合 

③ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい 

損失を受けた場合等 

必要書類等 

① 申請書 

② 財産目録 

③ 収支の明細（猶予を受けようとする日前 1 年間の収入及び支出 

の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書 

類） 

受   付  税務課及び各税務事務所 8 時 30 分～17 時（平日のみ） 

お問い合わせ 

 税務課：22-7423、22-7424 

 小名浜税務事務所：54-2111（代表） 

 勿来税務事務所：63-2111（代表） 

 常磐税務事務所：43-2111（代表） 

 内郷税務事務所：26-2111（代表） 

 四倉税務事務所：32-2113 
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介護保険料の減免制度 ※更新 

支援の種類 減免 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等によ

る介護保険の第一号被保険者の令和４年度介護保険料の減免 

 

対象となる方 

次の⑴、⑵に該当する介護保険第一号被保険者（65 歳以上の方） 

⑴ 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維

持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方 

⑵ 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の令和 4 年の

事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次

のア及びイに該当する方 

  ア 上記収入のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補て

んされるべき金額を差し引いた額）が令和３年の当該収入の額の

3/10 以上であること 

  イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和

３年の所得の合計額が 400 万円以下であること。 

必要書類等 

１ 申請書等（本庁窓口に備え付け、または市ホームページに掲載） 

  ※お電話等でご連絡いただければ、申請書等を郵送いたします。 

  又、市公式ホームページからもダウンロードできます。 

２ 納入通知書 

３ 死亡、重篤な傷病を要件（上記⑴）とする場合 

・ 医師による診断書（死亡診断書）、入院証明書 等 

４ 収入減少を要件（上記⑵）とする場合 

・ 前年の収入・所得が確認できる書類（確定申告書や源泉徴収票等

の写し） 

・ 収入が最も減少した月と申請する前の月の帳簿や明細書 

・ 補てん金等がある場合は、その金額がわかる書類 

５ 代理人が申請する場合は、委任状 

受   付 

令和４年 7 月 11 月より受付 

感染拡大防止の観点から原則郵送での申請受付とします。 

（ただし、窓口にお越しいただいた場合でも受付いたします） 

お問い合わせ 
介護保険課 介護保険係 22-761６ 

【受付時間：８時 30 分～17 時（平日のみ）】 
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要介護認定有効期間の延長制度  ※更新 

支援の種類 有効期間の延長 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則、訪問調査及び主治医

意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま、有効期間を 12 か月延

長できます。既に 12 か月延長している場合は、「再度」新たに 12 か

月の延長が可能です。 

対象となる方 

現認定有効期間の満了を迎える「更新」申請の方 

※更新申請は必要です。 

※訪問調査をせずに延長をご希望の方は、申請書の右上余白に「コロ

ナ延長」と明記してください。 

（※通常どおり訪問調査をご希望の方は、「調査希望」と明記してくだ

さい。） 

※新規申請、変更申請は対象外となります。 

必要書類等 

介護保険要介護認定等申請書 

※各地区保健福祉センターに備え付けてある他、いわき市のホームペ

ージにも掲載してあります。 

受   付 
各地区保健福祉センター窓口で受付しております。 

また、郵送での申請も可能です。 

お問い合わせ 
介護保険課 介護認定係 22-7475 

【受付時間：８時 30 分～17 時（平日のみ）】 

 

県営住宅の家賃減免、徴収猶予、一時提供   

支援の種類 減免・猶予  

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、収入が著しく減少したため、

県営住宅家賃の支払いが困難な方について、家賃の減免・徴収猶予を行

います。 

対象となる方 

新型コロナウイルス感染症拡大により転職、退職等により、収入が著

しく減少した入居者（非課税所得を含めた収入が月額 61,500 円以下

の者）又は現状の家賃を支払うことが困難であると認められる入居者 

お問い合わせ いわき建設事務所 行政課  24-6109 

その他 

県営住宅の一時提供 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、解雇等により住居（社員寮、

社宅、住居手当等により居住可能だった住居などの住宅）からの退去を

余儀なくされた方に対し、県営住宅の空き住戸を一時提供します。 

・使用期間  原則６か月間 

・使用料   一時提供する住戸で定められた最低家賃の１／２の額 

（駐車場使用料、敷金、保証金は免除） 

・その他   単身入居可。収入要件は問わない。 
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市営住宅使用料の減免制度  

支援の種類 減免 

支援の内容 
減収後の収入をもとに算定した市営住宅の家賃と従来の市営住宅の

家賃との差額の減免（原則として 3 か月） 

対象となる方 

⑴ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、解雇、失職又は休職

等を余儀なくされ、収入が著しく減少したと認められる市営住宅の入

居者 

⑵ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、多額の医療費（自己負担分）

が必要となった市営住宅の入居者 

必要書類等 

⑴ 収入が著しく減少した場合 

① 市営住宅家賃等減免申請書 

② 解雇に係る証明書又は廃業届けの写し 

③ 収入証明書（収入が減少したものがわかる書類） 

⑵ 多額の医療費（自己負担分）が必要となった場合 

 ① 市営住宅家賃等減免申請書 

 ② 医療費（自己負担分）支払証明書 

受   付 いわき市市営住宅管理センター、いわき市市営住宅泉窓口センター 

お問い合わせ 

いわき市市営住宅管理センター 

電話 38-3245 受付時間 ９時～17 時（平日のみ） 

いわき市市営住宅泉窓口センター 

 電話 38-3417 受付時間 ９時～17 時（平日のみ） 

その他 

市営住宅の定期募集 

 市営住宅の入居の際に、収入基準の範囲を超える方は入居することが

できませんが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少

した方については、その事実が確認できる書類を提出することにより申

込みが可能となる場合があります。 
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生活排水処理施設使用料等の支払い猶予制度 ※更新 

支援の種類 猶予 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や収入の減少等により

生活が困窮する方は、下記の生活排水処理施設使用料等の、分割納付や

一時猶予など「お支払いの猶予」について、ご相談に応じます。 

 

🔶対象とする料金 

 ・農業集落排水処理施設使用料 

 ・下水道事業受益者負担金 

 ・農業集落排水事業分担金 

 

※「下水道使用料」及び「地域汚水処理施設使用料」については、水

道料金と併せて納入いただいていることから、水道料金のお支払い相

談と併せ、いわき市水道料金お客様センター（22-9300）で相談を

していただきます。 

対象となる方 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や収入の減少等により

生活が困窮する方 

必要書類等  離職や収入の減少等が分かる書類等 

受   付 
生活排水対策室経営企画課（いわき市役所本庁舎 6 階） 

８時 30 分～17 時 15 分（平日のみ） 

お問い合わせ 生活排水対策室経営企画課 22-7519 

 

水道料金・下水道使用料等の支払い猶予 

支援の種類 猶予 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、離職や収入が大幅に減少し

た等の事情により、水道料金・下水道使用料等のお支払いが困難な方に

対し、お支払いに関する相談に応じます。 

対象となる方 

新型コロナウイルス感染症の影響による、 

・生活福祉資金貸付制度（緊急小口資金）の貸付対象者 

・離職や収入の減少等により、一時的に水道料金・下水道使用料等の支

払いが困難な方 

必要書類等 特になし 

受   付 
いわき市水道局 1 階のいわき市水道料金お客様センター 

 8 時 30 分～17 時 15 分（平日のみ） 

お問い合わせ いわき市水道料金お客様センター 22-9300 
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国民年金保険料の免除及び猶予制度  

支援の種類 減免・猶予 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や

売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合、国民年

金保険料の免除申請及び学生納付特例の申請が可能となります。 

対象となる方 

１ 令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により 

業務が失われた等により収入が減少したこと。 

２ 令和２年２月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込み額 

が国民年金保険料免除基準相当（学生納付特例の場合は学生納付 

特例基準相当）になることが見込まれる方。 

必要書類等 

１ 申請書 

２ 所得の申立書（簡易な所得見込額の申立書（臨時特例用）） 

３ ※学生証のコピー（学生納付特例申請をする方のみ） 

受   付 
平年金事務所または市国保年金課及び各支所、市民サービスセンター窓

口 

お問い合わせ 
日本年金機構 ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 

       平年金事務所 23-5611 

 

転入・転居届の猶予  

支援の種類 猶予 

支援の内容 

 いわき市外からいわき市に転入、又は、いわき市内で転居した場合、

新しい住所に住み始めてから 14 日以内に届出（転入届・転居届）を提

出する必要がありますが、提出期限を超えた場合でも、転入届及び転居

届を提出することができます。 

対象となる方 
・市外からいわき市に転入した世帯。 

・いわき市内で転居した世帯。 

必要書類等 

 転入届の場合、いままで住民票があった市区町村が発行した転出証明

書。 

 外国からいわき市に転入した場合、お問い合わせください。 

受   付  市役所本庁舎市民課、支所、市民サービスセンター 

お問い合わせ  市民課届出・証明グループ 22-7447 
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障害支援区分の有効期間延長 ※更新 

支援の種類 有効期間の延長 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、面会が困難な場合には、

訪問調査、主治医意見書及び認定審査会を要さずに、現行の障害状

態区分のまま、有効期間を一年間延長するもの。 

対象となる方 

 既に障害支援区分の認定を受けている更新申請の方のうち、令和

４年度中に更新を迎える方。 

※新型コロナウイルス感染状況により、取扱いが変わる場合もあり

ます。 

※更新申請は必要です。 

※新規・区分変更は対象外。 

必要書類等 なし 

受   付 
お住まいの地区の各地区保健福祉センター、郵送等での申請可。 

・受付時間 ８時３０分～１７時（平日のみ） 

お問い合わせ 

平地区保健福祉センター     ・・・・・22-7457 

小名浜地区保健福祉センター   ・・・・・54-2111 

勿来・田人地区保健福祉センター ・・・・・63-2111 

常磐・遠野地区保健福祉センター ・・・・・43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター ・・27-8691 

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター ・・32-2114 

小川・川前地区保健福祉センター  ・・・・83-1329 
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●手元資金の確保に関すること 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付（日本政策金融公庫） ※更新 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業・小規模事

業者に対しての融資制度です。 

日本政策金融公庫の場合の貸付限度額・償還期間は次のとおりで

す。詳しくはお問い合わせ先にご確認ください。 

○国民生活事業 

貸付限度額：8,000万円 

償還期間 ：設備資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

       運転資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

 利率    ６,000万円以下は、当初３年間は基準（災害）利率 

       の－0.9％、４年目以降並びに６,000万円を超える 

       部分は基準（災害）利率 

○中小企業事業  

貸付限度額：別枠で6億円 

償還期間 ：設備資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

       運転資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

 利率    ３億円以下は、当初3年間は基準金利―0.9％、４年目

以降並びに３億円を超える部分は基準利率 

 

※ 一部の対象者については、基準利率－0.9％、の部分に対して中小

企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初３年間が

実質無利子となります。 

対象となる方 中小企業・小規模事業者 

お問い合わせ 
国民生活事業 日本政策金融公庫いわき支店 25-7251 

中小企業事業 日本政策金融公庫 福島支店 024-522-9241 
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生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度  ※更新 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に、売上の減少など

業況悪化を来している生活衛生関係営業者に対し、必要とする設備資

金及び運転資金の貸付を行います。 

 

貸付限度額：6,000万円以内 

貸付利率：貸付後３年間は基準利率(※)－0.9％ 

(※)基準利率は日本政策金融公庫にお問い合わせください。 

担保：担保は徴しない。 

保証人：次の場合保証人を徴しない。 

①法人と経営責任者の一体性の解消が一定程度図られている 

ことについて、公庫が確認できること。 

②債務超過でないこと。 

対象となる方 

生活衛生関係営業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、次のいずれにも該当するもの 

⑴ 最近１か月間の売上高が前年又は前々年の同期に比較して５％以 

上減少していること又はこれと同様の状況にあること 

⑵ 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること 

お問い合わせ 
日本政策金融公庫福島支店  

電話：０２４-５２２-９２４１（中小企業事業） 
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新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付   

支援の種類 貸付 

支援の内容 

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化（衛生環境の

激変）に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい

支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別

貸付制度です。 

一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経

営を安定させるために必要な運転資金にお使いいただけます。 

＜融資限度額＞ 

【旅館業】別枠 3,000 万円 

【飲食店営業および喫茶店営業】別枠 1,000 万円 

＜利率＞ 

基準利率 

ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方

は、[特別利率 C] 

＜ご返済期間（うち据置期間）＞ 

7 年以内（2 年以内） 

対象となる方 

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資

金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営

む方であって、次のいずれにも該当する方 

１ 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること 

⑴ 最近 1 か月の売上高が前年または前々年の同期に比較して 10％ 

以上減少していること 

⑵ 業歴 3 か月以上 1 年未満の場合は、最近 1 か月の売上高が過去 

3 か月（最近 1 か月を含みます。）の売上高の平均額に比較して

10％以上減少していること 

２ 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること 

お問い合わせ 日本政策金融公庫 いわき支店  25-7251 
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新型コロナウイルス感染症関連 マル経融資（小規模事業者経営改善資金） ※更新 
支援の種類 貸付 

支援の内容 

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商

工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制

度です。 

＜融資限度額＞ 

通常の融資額 ＋ 別枠 1,000 万円 

＜利率＞ 

【当初 3 年間】 特別利率 F － 0.9％（別枠の 1,000 万円以内）

（注） 

【4 年目以降】 特別利率 F 

＜返済期間（うち据置期間）＞ 

設備資金 10 年以内（4 年以内（別枠の 1,000 万円以内）） 

運転資金 10 年以内（3 年以内（別枠の 1,000 万円以内）） 

（注）1 「特別利率 F-0.9％」の適用限度額は、新型コロナウイルス感

染症特別貸付における「基準利率-0.9%」の適用限度額に含ま

れます。 

2  一部の対象者については、特別利率 F-0.9％の部分に対して

中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初

3 年間が実質無利子となります。 

対象となる方 

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高または

過去６ヶ月（最近１カ月を含みます。）の平均売上高が前４年のいず

れかの年の同期と比較して５％以上減少している、またはこれと同様

の状況にある方 

※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導

を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。 

お問い合わせ 日本政策金融公庫 いわき支店  25－7251 
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新型コロナウイルス対策特別資金（福島県緊急経済対策資金）  ※更新 

支援の種類 貸付  

支援の内容 

〇対象者：県内に事業所を有する中小企業者（中小企業信用保険法（昭

和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定する者をい

う。）であり、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とし

ます。 

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、中小企業

信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づく特定中小企業者である

と認められた者。（セーフティネット保証４号） 

県内に事業所を有する中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染

症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として以下の

①、②の要件を満たすもの。 

売上高の減少について市町村長の認定が必要。 

① 最近１か月の売上高等が前年同月に比して２０％以上減少して 

いること 

② その後２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して 

２０％以上減少することが見込まれること 

※危機関連保証は令和３年１２月３１日融資実行分で終了しまし 

た。 

 

〇融資限度： 運転資金、設備資金：8,000万円（併用時は8,000万円 

限度） 

〇融資期間：１０年以内（うち据置１年以内） 

〇融資利率： 固定 年1.5％以内 

〇保証料率： 必ず信用保証協会の保証付きとなります。 

年0.5％(責任共有制度対象外100％保証) 

〇担 保： 審査により必要になる場合があります。 

〇保証人： 法人は原則として１名以上、個人は必要により（原則第三

者保証人は不要） 

〇取扱期間： 令和４年11月30日融資実行分まで 

※セーフティネット保証４号の取り扱い状況により、その後も延長とな

る可能性があります。 

（注）融資については、金融機関などの審査により決定されますので、

ご了承ください。 

お問い合わせ 

【融資の申込・相談】 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金） 

【制度内容の照会】 

福島県経営金融課 電話：０２４－５２１－７２８８ 
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経営環境変化対応資金（セーフティネット貸付）  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減

少など業況悪化を来しているが、中長期的には、その業況が回復し、か

つ、発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者の経営基盤の強

化を支援します。 

社会的な要因などにより企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営

基盤の強化を図るために必要な長期運転資金にお使いいただけます。 
 

 国民生活事業 中小企業事業 

融資限度額 4,800 万円 直接貸付 7 億 2 千万円 

利 率 基準利率 基準利率（長期運転資金に限り上限 3％） 

※信用リスク・融資期間等で利率適用有 

返済期間 設備資金 15 年以内＜うち据置期間 3 年以内＞ 

運転資金  8 年以内＜うち据置期間 3 年以内＞ 

対象となる方 

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に売上の減

少等業況悪化を来しているが、中長期的にはその業況が回復し発展す

ることが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方  

１ 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5％以上減

少している方  

２ 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5％上減少

しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方  

３ 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期ま

たは前々期に比し悪化している方  

４ 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化など

により0.1ヵ月以上悪化している方  

５ 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支

障を来している方または来すおそれのある方  

６ 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益また

は経常損益で損失を生じている方  

７ 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じ

ており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金

および任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方  

８ 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じ

ており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年

数が 15 年以上である方  

お問い合わせ 
【国民生活事業】日本政策金融公庫 いわき支店 25－7251 

【中小企業事業】日本政策金融公庫 福島支店 024－522－9241  
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福島県信用保証協会における特別保証制度等  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

●主な国制度融資一覧 

コロナウイルス感染症関連の主な国の制度融資は下記のとおりです。 

売上等の減少度合いによりご利用いただける制度が異なりますので

ご注意ください。 

 

●主な県制度融資一覧  

コロナウイルス感染症関連の主な県制度融資は下記のとおりです。  

上記の国の制度融資に県独自の枠組みを設け、よりご利用いただきや

すい制度となっています。  
 

売上高等減少率 20%以上 5%以上 

制度名称 セーフティネット保証４号 

（略称：ＳＮ４号） 

セーフティネット保証５号 

（略称：ＳＮ５号） 

融資限度額 ２億８,０００万円 ２億,８０００万円 

融資期間 運転 10 年以内 

設備 20 年以内 

運転 10 年以内 

設備 20 年以内 

融資利率 金融機関所定利率 

信用保証料率 年０.８０％ 年０.７５％ 

連帯保証人 法人は原則代表者のみ、個人は原則不要 

担保 必要に応じ 

必要書類 売上等減少に関する市町村長の認定が必要になります。 

売上高減少率 20％以上(SN4 号) 5％以上(ＳＮ５号) ３％以上 

制度名称 

・福島県緊急経済

対策資金「新型コロ

ナウイルス対策特

別資金」 

・福島県緊急経済対策資金 

「外的変化対応資金」 

融資限度額 8,000 万円 5,000 万円 
運転 5,000 万円 

設備 7,000 万円 

融資期間 

10 年以内 

(うち据置期間１年

以内) 

10 年以内 

(うち据置期間１年以

内) 

10 年以内 

(うち据置期間３年以

内) 

融資利率 
固定：年 

1.5％以内 
固定：年 1.7％以内 

変動：年 1.5％以内 

固定：年 2.0％以内 

信用保証料率 年 0.5％ 年 0.65％ 年 0.35％～1.35％ 

連帯保証人 法人は原則代表者のみ、個人は原則不要 

担保 必要に応じ 

必要書類 
売上等減少に関する市町村長の認定が必要

になります。 

売上等減少に関する

資料が必要になりま

す。 

対象となる方 

県内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者で、新型コロナウイ

ルス感染症により事業活動に影響を受け、売上等が減少している（減

少見込み）の事業者 
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お問い合わせ 

市内金融機関までご相談ください。 

福島県信用保証協会 

 いわき支店 23-3570（平日 9時～17時） 

総務企画課 024-526-2331（土日祝日 9時～17時） 

 

 

新型コロナウイルス感染症特別貸付（商工組合中央金庫） ※更新 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中堅企業・中小企業に

対しての融資制度です。 

商工組合中央金庫の場合の貸付限度額等は次のとおりです。詳しくは

お問い合わせ先にご確認ください。  

○中小企業向け制度  

 貸付限度額 元高：20億円以内 残高：６億円以内 

 償還期間  設備資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

       運転資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

 利子補給  「特別利子補給制度」 により一定の要件を満たす方は、

元高３億円の借入残高に対して、当初3年間は、金利０％

となるまでの利子補給を受けることができます。（４年

目以降はこの利子補給はありません。）  

○中堅企業向け制度  

 貸付限度額 定めなし 

 償還期間  設備資金20年以内（うち据置期間5年以内） 

       運転資金15年以内（うち据置期間5年以内） 

 利子補給  当初３年間は、１.０％の利子補給あり（４年目以降はこ

の利子補給はありません。） 

利子補給金の請求に係る具体的な手続きや、利子補給金をお客様にお 

返しする方法等の詳細については、中小企業庁HP等をご覧ください。 

対象となる方 中堅企業・中小企業 

お問い合わせ 
商工組合中央金庫 福島支店 024-526-1201 

会津若松営業所 0242-26-2617 
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独立行政法人福祉医療機構における融資制度 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルスの感染によって事業停止などになった福祉関係

施設に対し、経営資金の貸し付け利率の引き下げの実施、既往貸付の返

済猶予を行うもの。 

 

① 新規貸付 

 主な融資要件 

貸付対象 前年同期などと比較して

減収若しくは利用者が減

少又は自治体からの休止

要請に対応など、新型コロ

ナウイルス感染症により

経営に影響を受けた場合 

施設利用者又は従業員

及びその家族に、新型コ

ロナウイルスの感染者

が出たことによる休業

等により、減収となった

入所施設（地域密着型を

の除く） 

償 還 期 間

(据置期間) 

１５年以内（５年以内） 

※据置期間は元金の支払猶予期間です。 

貸付利率 当初５年間６ ,000 万円

まで無利子 

６ ,000 万円超の部分は

0.2％ 

６年目以降 0.2％ 

当初５年間１億円まで

無利子 

１ 億 円 超 の 部 分 は

0.2％ 

６年目以降 0.2％ 

限度額（無

担保貸付） 

なし（6,000 万円） なし（１億円） 

※貸付利率は令和２年６月１２日現在のものです。 

※利率は、融資実行(金銭消費貸借契約締結)時の利率を適用します。 

② 既往貸付 

 当面６か月間の元利金、事業者の状況に応じて更に３年間（最長３年

６か月）の元利金の支払いについて、返済猶予の相談に応じる 

対象となる方 
新型コロナウイルスの感染によって事業停止などになった福祉関係施

設 

お問い合わせ 

福祉貸付専用相談フリーダイヤル 

 ０１２０－３４３－８６２ 

※携帯電話等でつながらない場合 

 ０３－３４３８－０４０３ 
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生活衛生改善貸付 新型コロナウイルス感染症関連  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

生活衛生改善貸付（生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付） は、

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を

営む小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で

利用できる制度です。  

＜融資限度額＞  

通常のご融資額＋別枠1,000万円  

＜利率＞  

【当初3年間】特別利率F-0.9％（別枠の1,000万円以内）（注）  

【4年目以降】特別利率F  

（注）1 「特別利率F-0.9％」の適用限度額は、新型コロナウイルス

感染症特別貸付における「基準利率 -0.9%」の適用限度額に

含まれます。  

2 一部の対象者については、特別利率F-0.9％の部分に対して別

途決定される実施機関から利子補給され、当初3年間が実質無

利子となる予定です。  

＜ご返済期間（うち据置期間）＞  

設備資金10年以内（４年以内（別枠の1,000万円以内））  

運転資金 7 年以内（３年以内（別枠の 1,000 万円以内）） 

対象となる方 
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 カ月の売上が前年

または前々年同期と比較して 5％以上減少している方 

お問い合わせ 日本政策金融公庫 いわき支店  25－7251 
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伴走支援型特別保証制度  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の経営改善へ

向けた取組みを支援することを目的として、一定の要件を満たした中小

企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経

営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を

受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支

援型特別保証制度」を令和３年４月１日より開始しています。 

 

貸付限度額：6,000 万円 

償還期間 ：10 年以内（うち据置期間は５年以内） 

保証料率 ：0.2％（国による補助前は原則 0.85％） 

対象となる方 

次の⑴、⑵のいずれかの認定を受け、かつ「経営行動計画書」を策定

した事業者。 

⑴ セーフティネット保証第４号認定（新型コロナウイルス感染症に係

るものに限る。） 

⑵ セーフティネット保証第５号認定（売上高等減少率が１５％以上の

ものに限る。） 

必要書類等 
〇経営行動計画書（伴走支援型特別保証用） 

〇経営者保証免除対応確認書（伴走支援型特別保証用） ほか 

お問い合わせ 

〇最寄りの金融機関 

〇福島県信用保証協会 

  いわき支店 0246-23-3570 
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伴走支援型特別資金（福島県緊急経済対策資金）  

支援の種類 貸付 

支援の内容 

〇対象者：県内に事業所を有する中小企業者であり、下記①②③いず

れかに該当し、かつ経営行動に係る計画を作成した中小企

業者の方。 

①②については売上高の減少について市町村長の認定が必要。 

① セーフティネット保証４号：新型コロナウイルス感染症に係る

ものに限る。 

② セーフティネット保証５号：による認定を受け、かつ次のいず

れかに該当する者 

(1)売上高等減少率が１５％以上である。 

(2)売上高等減少率が１５％未満のものにあっては、最近１か

月間に対応する前年同月の売上高が令和２年１月２９日時

点における直近の決算の月平均売上高等と比較して１５％

以上減少している。 

③ 次のいずれかに該当する者 

(1)最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15％

以上減少している。 

(2)最近１か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して５％

以上減少し、かつ前年同月の売上高が令和２年１月２９日

時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％

以上減少している。 

〇融資限度： 運転資金、設備資金：6,000万円（併用時は6,000万 

円限度） 

〇融資期間： 一括返済の場合 １年以内 

分割返済の場合 １０年以内（据置５年以内） 

○返済方法： 一括返済、分割返済 

〇融資利率： 固定 年1.5％以内 

〇保証料率： 必ず信用保証協会の保証付きとなります。 

年0.85％(経営者保証免除対応を適用する場合、 

年1.05％) 

○信用保証料の補助：0.65％に相当する額を国が補助 

     (経営者保証免除対応を適用する場合、年0.85％)国が補助 

事業者負担は、一律0.2％相当額 

※条件変更保証料は、補助対象外 

〇担 保： 審査により必要になる場合があります。 

〇保証人： 原則、法人代表者以外は不要 

〇取扱期間： 令和５年３月３１日融資実行分まで 



 

50 

（注）融資については、金融機関などの審査により決定されますので、

ご了承ください。 

お問い合わせ 

【融資の申込・相談】 

県内の金融機関（銀行、信用金庫、信用組合、商工中金） 

【制度内容の照会】 

福島県経営金融課 電話：０２４－５２１－７２８８ 
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●固定費の低減に関すること 

雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置）   

支援の種類 助成 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なく

された事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行

い、雇用の維持を図った場合に支払った休業等手当金を助成。 

 

■ 特例措置における緊急対応期間 

令和 2 年 4 月 1 日から令和４年６月 30 日まで 

 

■ 判定基礎（解雇等をせず雇用維持に努める）期間 

令和 2 年 1 月 24 日から賃金締切期間の末日まで 

 

■ 対象労働者（従業員） 

雇用保険被保険者の労働者全て。（加入期間を問わない）また、雇用保

険被保険者でない労働者も「緊急雇用安定助成金」制度において同様に

対象。 

 

■ 助成率（支払った休業等手当金に対して下記の割合を助成。） 

○判定基礎期間の初日が令和４年６月まで 

【大企業】 2/3 解雇等をせず雇用を維持した場合 3/4 

【中小企業】4/5 解雇等をせず雇用を維持した場合９/10 

  【全企業】4/5 解雇等をせず雇用を維持した場合 10/10 

（※注）緊急事態宣言対象区域の知事の要請を受けて営業時間の短

縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えること

に協力する飲食店等又は生産指標（売上等）が前年又は前々

年同期と比べ３か月の平均値で 30％以上減少した全国の

企業を対象とする。 

 

■ その他 

・教育訓練や出向によるものも適用になります。詳細は下記までお問

合せ下さい。 

・学生アルバイト・パート労働者も対象となります。詳細は下記まで

お問合せください。 

対象となる方 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全業種） 

必要書類等 支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記までお問合せください。 

お問い合わせ 「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支
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援金コールセンター」 

・電話 0120-60-3999 

※土日・祝日含む（受付時間 9 時～21 時） 

「ハローワークいわき」  

・電話 23-1421 

 

産業雇用安定助成金  

支援の種類 助成 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を

余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場

合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度。 

■ 助成金の対象となる「出向」 

・対象：雇用調整を目的とする出向（新型コロナウイルス感染症の影

響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主

が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向）が対象 

・前提：雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事

業所に戻って働くことが前提 

【令和 3 年 8 月 1 日以降に新たに開始される出向に関する特例】 

独立性が認められない事業主間の出向（※1）も、一定の要件（※2）

を満たせば助成対象となります。 

※1 例えば、子会社間（両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割

合が 50％を超える場合）の出向や代表取締役が同一人物である

企業間の出向など 

※2 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常

の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向

が対象です。 

その他の詳細につきましては、「産業雇用安定助成金ガイドブック」

をご確認下さい。 

 

■ 助成率・助成額 

・出向運営経費 

 出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練及び労

務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成。 

 中小企業 中小企業以外 

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 ３/４ 

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４/５ ２/３ 

上限額（出向元・先の計） 12,000 円/日 

※独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合の助成率 
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：中小企業 2/3、中小企業以外 1/2 

 

・出向初期経費 

 就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際して

あらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるため

の機器や備品などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成。

（独立性が認められない事業主間で実施される出向の場合、出向初

期経費助成は支給されません。） 

 出向元 出向先 

助成額 各 10 万円/1 人あたり（定額） 

加算額（※） 各 ５万円/1 人当たり（定額） 

※ 出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定

程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業

種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。 

対象となる方 

①新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を

余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者

（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元事業主） 

②当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主） 

必要書類等 
支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認

ください。 

お問い合わせ 

「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支

援金コールセンター」 

・電話 0120-60-3999 

※土日・祝日含む（受付時間 9 時～21 時） 

「ハローワークいわき」 

・電話 23-1421 
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トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）  

支援の種類 助成 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、

就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図る

ため、一定期間（原則３か月）試行雇用する事業主に対して、試行雇用

期間中の賃金の一部を助成する制度。 

■ 助成内容等 

本人の希望 所定労働時間 支給額 

常用雇用 週３０Ｈ以上 月額４万円 

短時間労働 週２０Ｈ以上～３０Ｈ未満 月額 2.5 万円 

 

【参考：現行のトライアル雇用助成金（一般トライアルコース）】 

職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用

雇用への移行を目的に、一定期間（原則 3 か月）試行運用する事業主に対して、月額

４万円助成。（30 時間未満は助成対象としない） 

対象となる方 

以下の全てを満たす方を一定期間（原則 3 か月）試行雇用する事業主 

① 紹介日において、離職している。 

② 就労経験のない職業に就くことを希望する方。 

必要書類等 
支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認

ください。 

受   付 「ハローワークいわき」 電話 23-1421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（労働者に有給の休暇を取得させた事

業者向け）  ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者

に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を

除く）を取得させた事業主は、助成金の対象となります。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインな

どに基づき、臨時休業などをした小学校など（保育所等を含みます）

に通う子ども 

② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必

要がある子ども 
 
 ■ 助成内容（日額上限あり） 

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10 

  ※「賃金相当額」とは、各対象労働者の通常の賃金を日額換算した

額×有給休暇の日数 
 
 ■ 対象となる休暇取得期間 

  令和４年１月１日から令和４年６月 30 日まで 

対象となる方 
上記により、労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準

法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主 

必要書類等 
 支給要件や具体的な手続きなどは、厚生労働省ホームページを御確認

ください。 

受   付 

※ やむを得ない理由があると認められる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申

請期限経過後に申請することが可能（令和４年６月 30 日まで）です。 

Ⅰ 労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特

別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」等の

ご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、

これを受けて事業主が申請を行う場合 

Ⅱ 労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相

談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主

に働きかけ、事業主が申請を行う場合 

休暇取得期間 申請期限※ 

令和４年 １月１日～ ３月 31 日 令和４年 ５月 31日（火）必着 

令和４年 ４月１日～ ６月 30 日 令和４年 ８月 31日（水）必着 

お問い合わせ 

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支

援金コールセンター』 

0120-60-3999 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む 
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市税等における猶予制度 

支援の種類 猶予 

支援の内容 

市税等を一時に納付することができない場合、要件に該当するとき

は、申請することにより、原則として 1 年以内の期間に限り、徴収の猶

予が認められる場合があります。 

徴収の猶予を受けようとする金額、期間により担保の提供が必要とな

ります。 

徴収猶予期間中の延滞金は、その 2 分の１に相当する金額又は全部が

免除の対象となります。 

 また、申請することで、滞納処分による財産の換価を猶予することが

認められる場合があります。 

対象となる方 

次のいずれかに該当する場合 

① 納税者又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 

② 納税者の方が営む事業について、やむを得ず廃止又は休止した 

場合 

③ 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい 

損失を受けた場合等 

必要書類等 

① 申請書 

② 財産目録 

③ 収支の明細（猶予を受けようとする日前 1 年間の収入及び支出 

の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書 

類） 

受   付  税務課及び各税務事務所 8 時 30 分～17 時（平日のみ） 

お問い合わせ 

 税務課：22-7423、22-7424 

 小名浜税務事務所：54-2111（代表） 

 勿来税務事務所：63-2111（代表） 

 常磐税務事務所：43-2111（代表） 

 内郷税務事務所：26-2111（代表） 

 四倉税務事務所：32-2113 
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県税の猶予制度   

支援の種類 猶予 

支援の内容 

●徴収の猶予 

新型コロナウイルス感染症に納税者（ご家族を含む）がり患した

場合や、災害により財産に相当な損失が生じた場合（具体例 新型コ

ロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたこ

とにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合など）など、一定のケー

スに該当する場合は、徴収猶予の制度があります。 

※申請する必要があります。 

※原則として担保が必要です。 

※猶予される期間は１年以内（事情により最高２年まで）です。 

対象となる方 県税の納税義務者又は納入義務者 

お問い合わせ いわき地方振興局県税部  ２４-６０３０ 

 

 国税の猶予  

支援の種類 猶予 

支援の内容 国税局猶予相談センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、国税を一時に納付することが困難な方からの、猶予制度に関する質

問や相談を専門にお受けしています。  

 

※国税局猶予相談センターでは、猶予申請書等の提出は受け付けており

ませんので、猶予申請書等は所轄の税務署への提出をお願いいたしま

す。  

なお、税務署の窓口混雑を防止するため、猶予申請は、なるべくe-Tax

による電子申請や郵送による提出をお願いします。  

お問い合わせ 仙台国税局 ０１２０－９４５－４３０ 

8 時 30 分～１７時（土日祝日を除く。） 
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介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

〈介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業〉 

新型コロナウイルスの感染等によりサービス提供に必要な職員が不足

した場合でもサービスが継続できるよう、本事業により、新型コロナウ

イルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保

し、職場環境の復旧・改善を支援するとともに、平時から緊急時に備え

た応援派遣体制を構築します。 

【事業内容】 

１ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 

  介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介

護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行い

ます。 

【対象経費】 

⑴  緊急時の介護人材確保に係る費用  

⑵  職場環境の復旧・環境整備に係る費用  

⑶  緊急時の介護人材確保に係る費用等 

２ 緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業 

  介護サービス事業所・施設等で新型コロナウイルスの感染者が発生

した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して

当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助

します。 

【対象経費】 

⑴  コーディネーターの人件費  

⑵  県や介護サービス事業所・施設等との連絡調整に要する活動経費

（旅費、通信運搬費等） 

⑶  応援派遣の仕組みの周知及び協力事業所の募集等に係る説明会や 

研修会開催経費等 

対象となる 

事業所等 

１ 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業 

新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護 

サービス事業所・施設等（休業要請を受けた事業所・施設等を含む）  

ほか 

２ 緊急時介護人材応援派遣に係るコーディネート事業 

コーディネーターの人件費 等 

必要書類等 

 支給にあたって要件がありますので、詳細については下記までお問合

せください。 

 申請期間等については福島県のホームページをご確認ください。 

お問い合わせ 福島県 保健福祉部 高齢福祉課 024-521-7164 
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障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業 ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービ

ス事業所等に対し、障害福祉サービスを継続して提供するために、通常

の介護サービス提供時では想定されない「かかり増し経費」を補助しま

す。 

 

■ 補助額 

  事業所・施設ごとの基準単価と補助対象経費の実支出額（寄付金そ

の他の収入額を控除した額）とを比較して少ない方の額となります。 

（基準単価の例）生活介護事業所 631,000 円  

         就労継続支援Ｂ型事業所 294,000 円  

■ 補助対象経費 

【補助対象事業所・施設①～③のいずれかに該当する場合】 

・事業所・施設等のサービス継続に必要な費用 

⇒事業所・施設等の消毒・清掃費用等 

マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用等 

・通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費

用 

⇒通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な

車や自転車のリース費用 

・通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外

の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用 

⇒サービス提供場所の賃料、物品の使用料等 

 

【補助対象事業所・施設①～④のいずれかに該当する場合】 

・通所系サービス事業所による訪問サービス実施に係る費用 

⇒訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、（割増）  

賃金・手当 

訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金 

訪問サービス実施に必要な車や自転車のリース費用 

訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用 

マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用等 
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対象となる方 

■補助対象事業所・施設 

令和４年４月１日以降に、 

① 福島県又はいわき市から休業要請を受けた通所系サービス事業

所、短期入所系サービス事業所 

② 利用者又は職員に感染者が発生した障害福祉サービス事業所・障

害者支援施設等 

 ③ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービ 

ス事業所、障害者支援施設等 

④ ①～③以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員

により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡

を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の

内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所 

必要書類等 
 支給にあたって要件があり、提出書類も異なりますので、詳細につい

ては下記までお問合せください。 

受   付 
障がい福祉課 ２２-７４８６ 

８時３０分～１７時１５分（土日祝を除く） 

お問い合わせ 
障がい福祉課 ２２-７４８６ 

８時３０分～１７時１５分（土日祝を除く） 
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●新たな挑戦への支援に関すること 

 

業態転換等支援金 

支援の種類 助成 

支援の内容 

経営計画を作成して取り組む業態転換や販路開拓等を支援する国の

生産性革命推進事業「持続化補助金（特別枠）」の交付決定を受けた事業

者に対し、経費の一部を補助します。 

■補助上限 25 万円（国：100 万円）  

■補助率  1/6（国：2/3 または 3/4） 

対象となる方 

次のいずれにも該当する方。 

①市内に本社又は本店を設置している小規模事業者。 

②生産性革命推進事業「持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」の

交付決定を受けていること。 

③市税を滞納していないこと。 

必要書類等 

①申請書 

②生産性革命推進事業「持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）」の

交付決定通知の写し 

③市税等納税証明書 等 

受   付 産業創出課 ８：30～17：15（土日祝日除く） 

お問い合わせ 産業創出課 ２２-１１２６ ８：30～17：15（土日祝日除く） 
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両立支援等助成金新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コ

ース ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等

の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有

給の休暇制度を整備・周知し、期間内に当該休暇を合計して２０日以上

取得させた事業主を支援します。（上限１４２．５万円） 

 

■ 助成額 

対象労働者１人当たり 28．5 万円 

※１事業所当たり５人まで申請可能です 

支給要件 

■ 支給要件 ※①～③の全ての要件を満たす事業主が対象です。 

令和２年５月７日から令和５年３月 31 日までの期間で、 
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医

師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性

労働者が取得できる有給の休暇制度（年次休暇を除き、年次有給

休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る）を整備

し、 

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主で

あって、 

③ 当該休暇を合計して２０日以上取得させた事業主 

対象となる方 上記に該当する事業主 

必要書類等 支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記までお問合せください。 

受   付 

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令

和５年５月 31 日まで 

※事業所単位ごとの申請です。 

お問い合わせ 

福島労働局 雇用環境・均等室 企画調整・助成金係 

・電話 024-536-2777（直通） 

【受付時間：8 時 30 分～１７時１５分（平日のみ）】 
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両立支援等助成金（介護離職防止支援コース（新型コロナウイルス感染症対応特例）） ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇

制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中

小企業事業主を支援します。（最大 175 万円） 

 

■ 助成額 

休暇の取得日数 助成額 

合計５日以上 

１０日未満 
20 万円 

合計１０日以上 35 万円 
 

支給要件 

■ 支給要件 ※１中小事業主あたり５人まで申請可能です 

① 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のた

めの有給の休暇制度（※）を設け、当該制度を含めて仕事と介護の

両立支援制度の内容を社内に周知すること 

  ※所定労働日 20 日以上取得できる制度 

  ※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要

です。 

② 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のため

に仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計５日以上取

得すること 

③ 対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険

者として継続雇用していること。 

 

■ 対象期間となる休暇の取得期間 

令和 2 年 4 月 1 日から令和５年 3 月３１日まで 

※過去に年次休暇や欠勤により休んだ日について、事後的に①の休暇を取得し

たこととして振り替えた場合も対象となります。（振り替える際には労働者本

人に説明し、同意を得ることが必要です。） 

 

■ 対象者となる労働者 

① 介護が必要な家族が通常利用している又は利用している又は利

用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症に

よる休業等により利用できなくなった場合 

② 家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービ

スについて、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控

える場合 
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③ 家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響

により家族を介護することができなくなった場合 

対象となる方 上記に該当する中小企業事業主 

必要書類等 支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記までお問合せください。 

受   付 

支給要件を満たした翌日から起算して２か月以内に申請 

（令和２年６月 15 日より随時受付しております） 

なお、令和２年６月１５日より前に支給要件を満たしていた場合は、８

月１５日が申請期限となります。 

お問い合わせ 

福島労働局 雇用環境・均等室 企画調整・助成金係 

・電話 024-536-2777 

【受付時間：8 時 30 分～１７時１５分（平日のみ）】 

 

 

いわき市事業再構築促進補助金  

支援の種類 助成 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい経営状況を打開する

ため、市内事業者が国の「事業再構築補助」を活用して実施する、ウィ

ズコロナ時代に即した新分野展開、事業再構築等の取組みに対し、経費

の一部を補助します。 

■補助上限 200 万円 

■補助率  補助対象経費のうち国補助分を除いた自己負担分の１/２ 

対象となる方 

 次のいずれにも該当する方。 

① 市内に本店又は本社を設置している事業者。 

② 国の「中小企業等事業再構築促進補助金」（類型は問わない）に係る

交付決定を受けていること。 

③ 市税を滞納していないこと。 

必要書類等 

① 申請書 

② 「中小企業等事業再構築促進補助金」に係る交付決定通知書の写し 

③ 市税等納税証明書  等 

受   付 産業創出課 8 時 30 分～１７時１５分（土日祝日除く） 

お問い合わせ 産業創出課 22-1126 8 時 30 分～１７時１５分（土日祝日除く） 

 

 

 

 

 



 

65 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 ※更新 

支援の種類 助成 

支援の内容 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業 

が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産

し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労

働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成します。 

※１事業場につき１回限り 15 万円 

対象となる方 

➀～④全ての条件を満たす事業主が対象です。 

➀ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医

師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労

働者が取得できる有給の休暇制度（年次有給休暇を除き、年次有給

休暇の賃金相当額の６割以上が支払われるものに限る）を整備し、 

② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する

母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であ

って、 

③ 令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までの間に、当該休暇

を合計して５日以上取得させた事業主。 

④ ただし、この助成金の申請までに、対象となる事業場において令

和２年度の「両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関す

る母性健康管理措置による休暇取得支援コース）」や令和２年度の

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休

暇取得支援助成金」を受給していないこと。 

 ※ 雇用保険被保険者でない方も対象です。 

必要書類等 支給要件の詳細や具体的な手続きは、下記までお問合せください。 

受   付 

対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計５日に達した日の翌日から令

和５年５月 31 日まで 

※ 事業場単位ごとの申請です。 

お問い合わせ 

福島労働局 雇用環境・均等部（室） 

・電話 024-536-4609 

【受付時間】午前８時 30 分～午後５時 15 分 

 （土日祝日・年末年始を除く） 
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経営改善支援事業   

支援の種類 助成 

支援の内容 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者の経営改善を

促進し、「強い企業」づくりを推進するため、経営改善計画等の策定に要

する事業者の自己負担の全額を補助します。 

○経営改善計画策定支援事業 

■対象経費 経営改善計画策定経費として、認定支援機関へ支払った

経費（※自己負担分） 

■補助額  自己負担分のうち、信用保証協会の補助額を除いた額 

       （※上限８０万円） 

 

○早期経営改善計画策定支援事業 

 ■対象経費 経営改善計画策定経費として、認定支援機関へ支払った

経費（※自己負担分） 

 ■補助額  自己負担分（※上限１０万円） 

対象となる方 

 次のいずれにも該当する方 

①認定支援機関の支援を受けて、「早期経営改善計画」又は「経営改善計

画」を策定した事業者 

②市税を滞納していない事業者 

必要書類等 

①申請書 

②業務別請求明細書の写し 

③計画策定費用支払通知書の写し 

④経営改善計画策定費用補助決定通知書 

⑤市税等納税証明書 等 

受   付 産業創出課 8 時 30 分～17 時 15 分（土日祝日除く） 

お問い合わせ 産業創出課 産業振興係 0246-22-1126 
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（各種相談窓口） 

名称 概要及び問い合わせ先 

新型コロナウイ

ルス検査相談 

※更新 

 

新型コロナウイルス感染のクラスター発生状況を踏まえ、下記の施設に従事

する方を対象に、電話による相談を受けるとともに、必要に応じて無料でＰＣ

Ｒ検査を行う「新型コロナウイルス検査相談」を実施しています。 

 

【対象となる方】 

次のいずれかに該当する方のうち、行動歴や接触歴で新型コロナウイルス感

染症への不安があり、かつ無症状の方。 

⑴ 市内の高齢者、障がい者（児）の福祉施設の従事者及び利用者 

⑵ 市内の飲食店の従業員 

⑶ 市内の保育所、幼稚園等の児童施設の従事者 

⑷ 市内の小学校、中学校、高校、大学等の教育機関の従事者 

  注： ⑴から⑷のいずれも正規、非正規を問わない。 

 

【実施期間】 

・令和３年１月４日（月）から令和４年９月 3０日（金）まで 

 

【お問い合わせ】 

⑴ 電話による相談受付 

・電話番号：０２４６-２７-８５９６ 

・13 時から 16時（土日、祝日を除く） 

 

⑵ インターネットによる検査受付 

https://logoform.jp/form/NczP/84988 

 

（申込フォームアクセス用 2 次元コード） 

  

 

発熱や風邪症状のある方は、かかりつけ医、または受診・相談センター

（0120-567-747）にご相談ください。 
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名称 概要及び問い合わせ先 

新型コロナワク

チン接種に関す

る窓口 

●いわき市新型コロナワクチン接種コールセンター 

電話番号：０１２０-０５３-５００ 

受付時間：９時～１７時（土日、祝日も実施） 

新型コロナワク

チン副反応に関

する相談窓口 

●福島県新型コロナワクチン副反応コールセンター 

電話番号：０１２０-３３６-５６７ 

受付時間：９時～２０時（土日、祝日も実施） 

一般相談専用ダ

イヤル 

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談に対応しています。 

【対象となる方】 

新型コロナウイルス感染症の一般的なことや予防方法などを知りたい方。 

【お問い合わせ】 

●福島県一般相談（コールセンター） 

電話：0120-567-177  Fax：024-521-7926 

平日８時 30分～21 時 土日祝日８時 30 分～17 時 15分 

※耳の不自由な方はファックスでご連絡ください。 

●厚生労働省厚生労働省相談窓口 

電話：0120-565-653  9時～21時（土日祝日含む） 

受診・相談セン

ター 

 

発熱等の症状がある場合、まずは電話で、かかりつけ医や身近な医療機関へご相

談ください。どこに相談していいか分からない方や夜間・休日に急に症状が悪化し

た場合は「受診・相談センター」にご相談ください。 

【お問い合わせ】0120－567－747 毎日（24時間／土日祝日含む） 

新型コロナウイ

ルス感染症に関

する誹謗中傷等

被害相談 

新型コロナウイルス感染症に関する偏見・差別行為、誹謗中傷等の被害につい

て、相談・助言・情報提供等を行い、必要に応じて法務局、県警などの専門関係

機関を紹介します。 

【対象となる方】 

福島県民のうち新型コロナウイルス感染症患者（及びその関係者） 

【お問い合わせ】 

●福島県新型コロナウイルス感染症対策本部 総括班 

電話：024-521-8647 9時～17時（祝日を除く月～金曜日） 

労働困りごと相

談窓口  

 

 

 コロナ禍に起因する解雇、雇止め等をはじめ、職場でトラブルを抱えている労働

者・使用者の皆さんからの労働に関する様々な困りごとの相談を受け付けていま

す。秘密厳守。相談は無料です。 

【お問い合わせ】 

●福島県労働委員会 

電話：024-521-7594 8 時 30 分～12 時、13 時～17時 

（土日、祝日、年末年始を除く） 

 

 
メールによる相談送信フォームはこちら 
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名称 概要及び問い合わせ先 

心の健康相談 ◆電話ほっと相談 

眠れないことが続いたり、不安な気持ちになるなど、心の健康面で心配なこと

がある方に対する電話相談を行います。 

【対象となる方】不安やストレスを感じ、心の悩みを抱えている方とその家族 

【お問い合わせ】保健所地域保健課 電話：27－8557 8時30分～17時（平

日） 

子どもに関する

相談  

子どもへの心のケアや子どもの養育について、児童相談所で相談を受けます。 

児童相談所共通ダイヤル１８９にお電話ください。お近くの児童相談所につなが

ります。 

ダイヤルSOS、

ふくしま24時

間子どもSOS 

 

児童生徒の、感染症を理由としたいじめや偏見等に対する悩みの相談を受け付け

ています。 

●ダイヤル SOS（福島県教育センター） 

電話 0120-453-141（受付時間：平日 10時～17 時） 

●ふくしま２４時間子ども SOS 

電話 0120-916-024（受付時間：24時間／土日祝日含む） 

こどもの権利相

談室（子ども家

庭総合支援拠

点） 

生活状況の変化に伴う不安やストレスにより、子育てや家庭内での暴力等で悩ん

でいる時は、ひとりで抱え込まず、御相談ください。 

 また、皆様のお住いの近くで児童虐待が疑われる場合には、御連絡くださるよう

お願いいたします。 

【受付】 8 時３０分～１７時（平日） 

【お問い合わせ】 相談はお住いの地区の保健福祉センター又はこども家庭課内の

こどもの権利相談室へ 
 

相談窓口 電話番号 

平地区保健福祉センター 22-7457 

小名浜地区保健福祉センター 54-2111 

勿来・田人地区保健福祉センター 63-2111 

常磐・遠野地区保健福祉センター 43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター 27-8691 

四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 32-2114 

小川・川前地区保健福祉センター 83-1329 

こども家庭課 27-8563 
 

小学校休業等対

応助成金に関す

る特別相談窓口 

 

「企業にこの助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に

応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけ等を行っています。 

■ 電話番号 024-536-2777 

受付時間 ８時 30 分～17 時 15分（土・日・祝日・年末年始を除く） 
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名称 概要及び問い合わせ先 

子育て相談  新型コロナウイルス感染症の影響による保育所、幼稚園等の休園や外出自粛等に

より発達障がいやその心配があるお子さんの子育てに悩んだり、不安やストレスが

あったりするときはご相談ください。 

また、このほか、お子さんの運動発達が遅い、ことばが遅い、落ち着きがない、

自閉的傾向がある等、発達に心配のあるお子さんの相談をお受けしております。 

【受付】 ８時３０分～１７時（平日） 

【お問い合わせ】子育てサポートセンター 27-8599 

出産・子育て総

合支援窓口（お

や CoCo） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 妊産婦や子育て世代の方の不安や悩みに寄り添い、妊娠期から子育て期にわた

る切れ目のない支援を行うための相談窓口として、市内７地区保健福祉センターに

「おや CoCo」窓口を開設し、母子保健コンシェルジュ、子育てコンシェルジュを

配置しております。 

【対象となる方】 妊娠している方、子育て中の方など 

【受付】 8 時３０分～１７時（平日） 

【お問い合わせ】 相談はお住いの地区の保健福祉センターへ 

お住いの地区 母子保健 子育て 

平地区 22-7621 22-7457 

小名浜地区 54-2111 

勿来・田人地区 63-2111 

常磐・遠野地区 43-2111 

内郷・好間・三和地区 27-8692 27-8691 

四倉・久之浜大久地区 32-2114 

小川・川前地区 83-1329 
 

女性・家庭相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の持つ生活上の問題について、各地区保健福祉センターに配置した、女性相談

員及び家庭相談員が、専門的立場から相談に応じます。 

１ 結婚、離婚、男女関係に関すること 

２ 暴力、脅迫、性的虐待に関すること 

３ 売春、援助交際からの更生に関すること 

４ 人間関係の悩みに関すること 

５ その他誰にも言えない悩みに関すること 

【受付】 ８時３０分～１７時（平日） 

【お問い合わせ】 

 場所 電話番号 

平地区家庭児童相談室 22-7457 

小名浜地区保健福祉センター 54-2521 

勿来地区家庭児童相談室 63-2111 

常磐地区家庭児童相談室 43-2111 

内郷・好間・三和地区保健福祉センター 27-8612 
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名称 概要及び問い合わせ先 

女性のための相

談支援センター 

 

女性が抱えるあらゆる悩みへの相談に応じます。 

【お問い合わせ】 

●女性のための相談支援センター 

電話：024-522-1010 9 時～21 時（祝日・年末年始を除く） 

母子・父子家庭

の生活相談 

 

 

 

 

 

 

 母子父子家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、母子・父子自立支援員が、

母子・父子家庭の生活相談や貸付相談業務にあたっています。 

【受付】 ８時３０分～１７時（平日） 

※母子・父子自立支援員が都合により不在の場合がありますので、ご了承ください。 

【お問い合わせ】 相談は所管する地区の保健福祉センターへ 

お住いの地区 保健福祉センター 電話番号 

小名浜、勿来、常磐、遠野、田人地区 小名浜地区 54-2111 

上記以外の地区 内郷・好間・三和地区 27-8612 
 

女性・男性のた

めの相談 

家族・夫婦・友人のこと、学校・職場・地域での悩み、女性・男性・LGBTの

生きづらさについての相談、配偶者・恋人からの暴力（ＤＶ）についての相談を

受け付けています。その他、法律相談、女性のためのカウンセリングを行ってい

ます。 

（一般相談）火・木～日／9 時～12 時、13時～16 時 

水 ／13時～17 時、18 時～20時 

（法律相談）第３水曜／13 時 30分～15時 30分（１人 30分）（面接のみ） 

（カウンセリング）第１金曜／10 時～11 時（面接のみ） 

第３金曜／13時30分～14時30分（面接のみ） 

【お問い合わせ】 

福島県男女共生センター相談室（一般相談の面接、法律相談、カウンセリング

は要予約）  電話：0243-23-8320 

性暴力等被害救

援協力機関 

“ＳＡＣＲＡふ

くしま” 

性暴力の被害者に対し、被害直後から総合的な支援をワンストップで提供するこ

とにより、被害者の心身の負担を軽減し、その健康の回復を図るため、産婦人科医

療をはじめ心理的支援や法的支援等のコーディネートを行っています。 

【お問い合わせ】 ＳＡＣＲＡホットライン 

電話：024-533-3940 

または、＃8891（全国共通短縮ダイヤル） 

月・水・金／10時～20時   火・木／10時～17 時 

（祝日、年末年始を除く） 

上記以外の時間は、自動転送により、24 時間 365 日、コールセンターに繋が

り相談をすることができます。 

※コールセンターは、内閣府が各県の相談窓口支援のために開設したもので、相

談内容は、ＳＡＣＲＡふくしまが引き継ぎ、関係機関と連携して必要な支援を

行います。 
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名称 概要及び問い合わせ先 

ＤＶ相談 

 

 

配偶者やパートナーから受けている様々な暴力（DV）に関する相談を受け付けて

います。 

●DV相談＋（プラス）  

電話：0120-279-889（24時間受付）  

メール：https://soudanplus.jp/ にアクセス（24時間受付）  

チャット：https://soudanplus.jp/ にアクセス（受付時間：12 時～22 時） 

各種健康相談 

 

 

 生活習慣病の予防や健康の不安等に関して、保健師が相談をお受けしています。

電話で相談できますので、お気軽にご相談ください。 

 また、ご希望の場合には来所や家庭訪問による相談もお受けいたします。 

【お問い合わせ】相談はお住いの地区の保健福祉センターへ 

 

 

 

 

 

 

お住いの地区 電話番号 お住いの地区 電話番号 

平 22-7621 内郷・好間・三和 27-8692 

小名浜 54-2111 四倉・久之浜大久 32-2114 

勿来・田人 63-2111 小川・川前 83-1329 

常磐・遠野 43-2111 （平日 8時30分～17時） 

消費生活無料法

律相談等（予約

制） 

福島県消費生活センターでは、新型コロナウイルスの影響で、 

「収入が減少したので、住宅ローンや保険の見直しをしたい」、 

「今後多重債務に陥らないためにはどうしたらいいのか」 など、 

生活設計について、専門家（ファイナンシャルプランナー）による無料相談を実

施しています。 

また、抱えてしまった借金や多重債務についての問題なども、 

法律の専門家（弁護士・司法書士）による無料法律相談を実施しています。 

●ファイナンシャルプランナーによる生活再建等相談 

・相談日：原則、毎月第４木曜日 

・相談時間：１３時～１７時 

・相談方法：電話相談及び来所相談（事前に予約をお願いします。） 

●弁護士・司法書士による法律相談 

・相談日：毎週木曜日及び原則毎月第４日曜日 

・相談時間：１３時～１７時（日曜日 午前１０時～午後３時） 

・相談方法：電話相談及び来所相談(司法書士のみ)（事前に予約をお願いしま 

す。） 

【来所相談の予約/電話連絡先】 

  福島県消費生活センター 相談専用電話 024-521-0999 
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名称 概要及び問い合わせ先 

消費生活相談 新型コロナウイルスに関する下記のような相談や情報提供を受け付けしています。 

事例１ 不審なマスク販売広告メールがスマートフォンに届いた 

事例２ コロナ対策用品を購入したら、違う商品が届いた 

事例３ 「コロナで困っている」と電話があり、同情してカニを購入したが値段に

見合わないものが届いた など 

【受付・お問い合わせ】市消費生活センター 22-0999 （平日 9時～16時） 

多重債務無料法

律相談会（予約

制） 

 

抱えてしまった借金や多重債務の問題について、弁護士による無料法律相談を実

施しています。 

・開催日時：毎月第1・第3火曜日 

１０時～１２時（当該日が祝日にあたる月は、第2・第4火曜日） 

・相談時間：一人30分程度 

・相談方法：面接相談  ※事前の予約が必要です。 

【必要書類】債務状況等確認のため、予約時に「相談カード」の提出が必要です。 

【受付・お問い合わせ】市消費生活センター 22-0999 （平日 9時～16時） 

人権相談（法務

局） 

 

差別、虐待、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント、インターネット

（SNS 等を含む。）上の書き込みなどの様々な人権問題について、相談を受け付け

ています。 

◆みんなの人権１１０番、高齢者・障害者のあんしん人権相談 

【全国共通人権相談ダイヤルです。】 

 【受付・お問い合わせ】 0570―003―110［全国共通・ナビダイヤル］ 

８時 30分～17 時 15分（平日のみ） 

◆子どもの人権１１０番 

【いじめ、虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。】 

 【受付・お問い合わせ】 0120―007―110［全国共通・フリーダイヤル］ 

8 時 30分～17時 15分（平日のみ） 

◆女性の人権ホットライン 

【セクシャル・ハラスメント、DVなど女性の人権に関する専用相談電話です。】 

 【受付・お問い合わせ】 0570―070―810［全国共通・ナビダイヤル］ 

8 時 30分～17時 15分（平日のみ） 

◆外国語人権相談ダイヤル【外国人住民の方の人権に関する専用相談電話です。】 

【受付・お問い合わせ】 0570―090―911［全国共通・ナビダイヤル］ 

             9時～17時まで（平日のみ） 

  対応言語：10 言語（英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ポルトガル語、 

ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語） 

◆インターネット人権相談受付窓口 https://www.jinken.go.jp/ 

（パソコン、携帯、スマートフォン共通）   

※当分の間、面接相談は見合わせ、電話又はインターネットでの利用となります。  
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名称 概要及び問い合わせ先 

外国人住民のた

めの相談（市） 

 

外国人住民からの生活相談について、５言語で対応します。 

対応言語 英語、中国語、韓国語、ベトナム語、日本語 

●実施日時 

【英語、中国語、韓国語、ベトナム語、日本語】（相談員による対応） 

月～金/８時30分～17時15分 

※ベトナム語は、月、水、金のみ（事前に対応可能か確認ください。） 

※職員の用務により対応できない場合もあります。 

●実施場所（来所相談及び電話相談） 

いわき市国際交流協会（いわき市役所本庁舎5階） 

電話：22-7409 FAX：22-7581 

https://www.iia-fukushima.or.jp※土、日、祝日、年末年始は休業 

外国人住民向け

新型コロナウイ

ルス感染症相談

ホットライン 

 

外国人住民の新型感染症への不安や生活面での相談に対し、最大４者間の同時通

話により、保健師が助言を行います。 

必要に応じて、受診・相談センター等につなぎ、通訳支援を行います。 

相談は無料で、通話料はかかりません。（ＬＩＮＥ通話からもご利用いただけま

す。） 

●対応言語 ２０言語  

（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ

語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタ

リア語、ロシア語、マレー語、ミャンマー語、クメール語、モンゴル語、シン

ハラ語、ヒンディー語） 

●相談方法 電話の上、お話したい言語を伝えてください。 

●実施日時 24時間（土日祝含む）いつでも受付いたします。 

※保健師による対応は、平日の 9 時～17 時(祝日、12 月 29 日～

1 月 3 日を除く) 

●お問い合わせ 

 電話：0120-992-860（フリーダイヤル） 

   ＬＩＮＥ通話を活用した電話でもホットラインを利用できます。 

●下記ホームページに関連情報を掲載しております。 

 「福島県国際課」 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/ 

fukushima-foreign-covid19hotline.html  
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名称 概要及び問い合わせ先 

外国人住民のた

めの相談（県） 

外国人住民からの生活相談について、11言語で対応します。（法律相談（事前

申込制）も可能） 

対応言語 英語、中国語、日本語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム

語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語 

●実施日時 

【英語、中国語、日本語】（相談員による対応） 火～土／９時～１７時１５分  

※職員の用務により、対応できない場合があります。 

【韓国語、タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語】（通訳員による対応） 

木／１０時～１４時 ※第 4、5木曜は事前予約が必要です 

【英語、中国語、タイ語、ネパール語、インドネシア語、スペイン語、韓国語、    

タガログ語、ポルトガル語、ベトナム語】（外部の通訳サービスによる対応） 

火～土／９時～１７時１５分 

●実施場所（来所相談及び電話相談） 

福島県国際交流協会（福島県福島市舟場町 2番 1号（福島県庁舟場町分館 2 階） 

https:// www.worldvillage.org/ 

電話：024-524-1316 FAX：024-521-8308   

※日、月、祝日、年末年始は休業 

新型コロナウイ

ルス感染症 多

言語相談窓口 

（特定非営利活

動法人AMDA

国際医療情報セ

ンター） 

 

 

日本に居住・滞在する外国人の新型コロナウイルス感染症に関する不安や相談に

対応します。 

日本におけるコロナウイルス検査の体制、地域の相談窓口などの案内を通し、相

談者の疑問や不安に対応します。 

相談は無料で、通話料のみご負担いただきます。 

受付期間を延長して、引き続き対応しています。 

（受付時間：平日１０時～１６時） 

【お問い合わせ】 

●下記ホームページに関連情報を掲載しております。 

「特定非営利活動法人AMDA 国際医療情報センター」 

https://www.amdamedicalcenter.com/ 

 

相談窓口 電話 03-6233-9266 

月曜日 英語・やさしいにほんご 韓国語・フィリピン語 

火曜日 英語・やさしいにほんご 中国語・タイ語 

水曜日 英語・やさしいにほんご スペイン語 

ベトナム語（第２、第４水曜日のみ） 

木曜日 英語・やさしいにほんご 中国語 

金曜日 英語・やさしいにほんご ポルトガル語 

土日祝 英語・やさしいにほんご   － 

https://www.amdamedicalcenter.com/
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名称 概要及び問い合わせ先 

介護サービスに

関する問い合わ

せ窓口 

 

介護サービス事業所におけるサービスの一部停止、代替サービスに関する相談・

問い合わせ等 

【対象となる方】 介護サービスを利用している方、介護サービス事業者 

【受付・お問い合わせ】 介護保険課 介護保険係 

22-1193 （8 時 30分～17時（平日のみ）） 

介護サービス事

業所等向け問い

合わせ窓口 

 

新型コロナウイルス感染症に係る感染予防、感染者発生時の対応、衛生資材調達

等の相談・問い合わせ等 

【対象となる方】 介護サービス事業者 

【受付・お問い合わせ】 介護保険課 長寿支援係 22-7467、22-7453  

（８時 30 分～17時（平日のみ）） 

障害福祉サービ

ス等に関する問

い合わせ窓口 

 

障害福祉サービス事業所等におけるサービスの一部停止、代替サービスに関する

相談・問い合わせ等 

【対象となる方】 障害福祉サービス等を利用している方 

【受付・お問い合わせ】 障がい福祉課 事業係 22-7486  

（8時30分～１７時（平日のみ）） 

障害福祉サービ

ス事業所等向け

問い合わせ窓口 

 

新型コロナウイルス感染症に係る感染予防、感染者発生時の対応、衛生資材調達等

の相談・問い合わせ等 

【対象となる方】 障害福祉サービス事業者等 

【受付・お問い合わせ】 障がい福祉課 事業係 22-7486  

（8時30分～１７時（平日のみ）） 

障がい者の相談

窓口 

 

 新型コロナウイルス感染症の流行により長期的な自粛生活を余儀なくされてい

る障がい者の生活に関する相談に応じます。 

【対象となる方】 障がい者 

【受付】 市内の各地域包括支援センター内に設置している「いわき市障がい者

相談支援センター」 

祝日を除く月曜日～金曜日 8：３０～１７：１５ 

【お問い合わせ】 

・北部（平・四倉・久之浜大久・小川・川前）地域 

（平地域包括支援センター内） 22-1132 ＦＡＸ：22-7505 

・小名浜地域（小名浜地域包括支援センター内）92-0415 ＦＡＸ：92-

5202 

・勿来・田人地域（勿来・田人地域包括支援センター内） 

   63-2111（代表）（内線5389） ＦＡＸ：62-2154  

・常磐・遠野地域（常磐・遠野地域包括支援センター内） 

   43-2111（代表）（内線5586） FAX：43-2205 

・内郷・好間・三和地域（内郷・好間・三和地域包括支援センター内）      

27-8660 FAX：27-8640 
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名称 概要及び問い合わせ先 

遠隔手話通訳サ

ービス（※福島

県聴覚障害者協

会実施） 

聴覚に障がいのある方が帰国者・接触者外来を受診、または入院等が必要にな

った場合、タブレットやスマートフォン等を使用して、福島県聴覚障害者協会が

行う遠隔手話通訳を利用できるサービス。 

●利用時間 月～金（祝日除く）9時～17時 

※ご自身のタブレットやスマートフォン等を使用する場合は、事前にアプリのダ

ウンロードとIDの登録が必要です。 

・Skype（スカイプ） ID：fukushima.zs4 

・FaceTime（フェイスタイム） ID:fukusima.zs4@icloud.com 

【対象となる方】 聴覚に障がいがあり、手話ができる方 

【お問い合わせ】 福島県聴覚障害者協会（月～金曜日（祝日を除く）） 

9 時～17時 

電話：024-522-0681 FAX：024-563-6228 

高齢者の相談窓

口 

新型コロナウイルス感染症の流行により長期的な自粛生活を余儀なくされている

高齢者の生活に関する相談に応じます。 

【対象となる方】 高齢者 

【受付・お問い合わせ】市内の各地域包括支援センター及び各サブセンター 

祝日を除く月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分 

・平地域包括支援センター （市役所内） 22-1174 ＦＡＸ：22-7505 

中央台サブセンター          38-5831 ＦＡＸ：38-5841 

・小名浜地域包括支援センター（小名浜支所北分庁舎内） 

53-4760 ＦＡＸ：92-5202 

  泉サブセンター            84-9460 ＦＡＸ：84-9461 

・勿来・田人地域包括支援センター（勿来支所内） 

                     63-2140 ＦＡＸ：62-2154  

・常磐・遠野地域包括支援センター(常磐支所内) 

                   43-2151 ＦＡＸ：43-2205 

・内郷・好間・三和地域包括支援センター（総合保健福祉センター内）      

27-8660 ＦＡＸ：27-8640 

・四倉・久之浜大久地域包括支援センター（四倉支所内） 

                   32-2115 ＦＡＸ：32-2258 

・小川・川前地域包括支援センター（小川支所内） 

                     83-1411 ＦＡＸ：83-1329 

家庭・職場の消

毒相談ダイヤル 

 

家庭や職場での消毒方法等に関する相談を受け付けています。 

 ※市が消毒を実施するものではありません。 

【対象となる方】市民及び市内に営業所を持つ事業者 

【受付・お問い合わせ】家庭・職場の消毒相談ダイヤル（保健所生活衛生課環境衛

生係内） ２７－８５９１ （平日８時３０分～１７時） 
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名称 概要及び問い合わせ先 

生活困窮者自立

相談支援事業 

 

いわき市生活・就労支援センターにおいて、生活保護の受給には至らないもの

の、仕事や生活などに困っていらっしゃる方の相談を受け、一人ひとりの状況に

合わせた支援プランを作成し、支援機関と連携して解決へのお手伝いをします。 

ご家族などまわりの方からの相談も受け付けております。 

【対象となる方】離職などで生活に困窮し、経済的自立に向けた支援を希望する

方 

※ 生活保護を受給している方は対象となりません。 

【必要書類】 特にありません。 

【受付・お問い合わせ】 

いわき市生活・就労支援センター（いわき市社会福祉協議会内） 

３８-６５００ （８時３０分～１７時１５分（平日のみ）） 

事業資金相談ダ

イヤル 

中小企業、小規模事業者及び農林漁業者向けの融資制度やお申込み手続き等に関

する相談を受け付けています。 

【お問い合わせ】 事業資金相談ダイヤル 平日 9 時～17時 

電話：0120-154-505 

https://www.jfc.go.jp/（日本政策金融公庫） 

 

中小企業労働相

談所 

解雇や労働時間、転勤などの労働条件に関すること、勤労者福祉に関すること、

雇用に関すること、職場での人間関係の悩み事など労働問題に関する労使からの相

談を受け付けています。 

相談は無料で、相談内容等の秘密は厳守されます。 

【連絡先・受付時間】電話：0120－610－145 平日 ９時～１６時 

商工関係事業所

相談 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた県内事業所を対象に、設備資金、運

転資金などの資金繰りや経営相談、雇用・就労に関する相談を受け付けています。 

【お問い合わせ】 

〇福島県経営金融課  電話：024-521-7288 

〇福島県雇用労政課  電話：024-521-7290 

【受付時間：8時 30 分～17 時 15 分（土日祝日除く）】 

福島県信用保証

協会相談窓口 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により経営の安定に支障が生じている中小企

業・小規模事業者の皆さまからの資金調達や既存借入金の返済猶予・返済軽減など

のご相談を受け付けております。 

【お問い合わせ】 

福島県信用保証協会 

  いわき支店 電話：23-3570（平日 9時～17時） 

総務部総務企画課 電話：024-526-2331（土日祝日 9時～17時） 
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名称 概要及び問い合わせ先 

中小企業のため

のひまわりほっ

とダイヤル（日

本弁護士連合

会） 

 

新型コロナウイルス感染拡大に起因する法的な問題、その他法的問題につい

て、弁護士が相談に応じます。（事業者向け） 

【受付時間：平日 10時～12時、13時～16時】 

※地域の弁護士会の専用窓口に繋がり、弁護士からの折り返しの電話で弁護士

との相談（一部地域を除く）ができます。身近に相談できる弁護士がいない

中小企業の方々は是非御利用ください。 

※実際の相談実施までにお時間をいただく可能性がございますので、あらかじめ

御了承ください。 

【お問い合わせ】 

〇中小企業のためのひまわりほっとダイヤル 

0570-001-240 

※お電話がつながらない場合は、「全国共通電話番号」（0570-073-

567） 

またはオンライン申込みを御利用ください。 

〇オンライン申し込みフォーム  

（パソコン、携帯、スマートフォン共通） 

https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/chusho2015/online/ 

農林水産業に関

する相談窓口 

 

 

農業・林業・水産業それぞれの分野に関する経営相談や支援制度の紹介などを

行う相談窓口を開設しております。 

・受付時間：8時30分～17時15分（土日祝を除く） 

【お問い合わせ】 

〇いわき農林事務所 

  農業振興普及部 ２４－６１５４（農業） 

森林林業部   ２４－６１９１（林業） 

〇水産事務所   ２４－６１７２（水産業） 

※ 下記ホームページに関連情報を掲載しております。 

「新型コロナウイルス感染症に係る情報（農林漁業者等向け）」 

福島県農林企画課ＨＰ 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36005b/corona01.html 

建設業法に基づ

く工事現場への

配置技術者の要

件緩和 

工事現場に配置された監理技術者等が、学校の臨時休業に伴う育児のため短期

間工事現場を離れること及び工期途中で交代することを認めます。 

また、学校の臨時休業に伴う育児のため、建設業者に、公共工事の現場に専任

の監理技術者等として配置できる「３か月以上の雇用関係にある技術者」がいな

い場合は、３か月未満の雇用関係にある者の配置を認めます。 

【対象となる方】小学校等に通う子の保護者及びその保護者が勤務する建設業者 

【お問い合わせ】福島県土木部建設産業室 024-521-7452 

 

 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36005b/corona01.html
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